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文 教 厚 生 委 員 会 記 録＜第３号＞ 

 

 

開会の日時 

 

年月日  令和７年12月15日 月曜日 

開 会  午前10時０分 

散 会  午後４時54分 

 

 

場   所 

 

第４委員会室 

 

 

議   題 

 

１ 乙第39号議案 義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置条例

及び沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例 

２ 請願第13号及び陳情令和６年第63号外52件 

 

 

出 席 委 員 

 

委  員  長  新 垣   新 

副 委 員 長  松 下 美智子 

委   員  新 垣 善 之 

委   員  新 里   匠 

委   員  小 渡 良太郎 

委   員  比 嘉   忍 

委   員  米 須 清一郎 

委   員  山 里 将 雄 

委   員  喜友名 智 子 

委   員  西 銘 純 恵 
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委   員  平 良 識 子 

 

 

欠 席 委 員 

 

       なし 

 
 

説明した者の職・氏名 

 

生 活 福 祉 部 長  北 島 智 子 

 障 害 福 祉 課 長  大 湾 朝 貴 

 生 活 安 全 安 心 課 長  仲宗根 英 之 

こ ど も 未 来 部 長  真 鳥 裕 茂 

 こ ど も 若 者 政 策 課 長  井 上 満 男 

 こ ど も 家 庭 課 長  大 宮 規 子 

 子 育 て 支 援 課 長  仲 里 直 也 

 女性力・ダイバーシティ推進課長  知 花 弘 恵 

 女性力・ダイバーシティ推進課班長  當 山 陽 子 

教 育 長  半 嶺   満 

 教 育 支 援 課 長  大 城   司 

 学 校 人 事 課 長  東   哲 宏 

 働 き 方 改 革 推 進 課 長  上江洲   寿 

 県 立 学 校 教 育 課 長  屋 良   淳 

 義 務 教 育 課 長  新 城 高 広 

 保 健 体 育 課 長  遠 越   学 

 

 

 

○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。 

 本日の説明員として、生活福祉部長、こども未来部長及び教育長外関係部局

長等の出席を求めております。 

 まず初めに、乙第39号議案義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置条例及び沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 
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 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。 

半嶺満教育長。 

 

○半嶺満教育長 委員の皆様、おはようございます。 

 それでは、教育委員会所管に係る議案の概要について、御説明申し上げま

す。 

 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会乙号議案説明資料を御覧く

ださい。 

 審査対象は、条例議案１件でございます。 

 資料の３ページをお願いします。 

 乙第39号議案義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例

及び沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

 乙第39号議案は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法の一部改正及び人事委員会の給与勧告等を踏まえ、教育職員に支給す

る教職調整額を改める等の必要があることから、教職調整額について、給料月

額の４％の額から令和13年までに10％の額へ段階的に引上げること、教員特

殊業務手当のうち、児童生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務及び児童生徒に

対する緊急の補導の業務の支給額を7500円から8000円へ引き上げること等を

内容とした条例の改正を行うものであります。 

 なお、施行期日は令和８年１月１日としております。 

 以上が、乙第39号議案の概要でございます。 

 御審査の程、よろしくお願いします。 

 

○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。 

 これより、乙第39号議案に対する質疑を行います。 

  なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資

料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。 

 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重

複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営

が図られるよう御協力をお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

 西銘純恵委員。 
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○西銘純恵委員 おはようございます。 

 ただいまの乙第39号議案に対して、幾つか質疑を行います。 

 最初に義務教育ということなんですけれども、この法改正に至る議論や教員

の皆さんの意見、とりわけ県内の教員の意見はどうだったのか、お尋ねしま

す。 

 

○東哲宏学校人事課長 お答えします。 

 まず給特法の改正につきましては、昨今の先生方の業務負担とかいろいろな

背景もございまして、教職員の重要性などを鑑みて、その報酬等も含めた処遇

を改善する必要があるということがありまして、改正をされたと理解しており

ます。 

 また、今回の提案している教職調整額の引上げ、また特殊勤務手当の額の引

上げにつきましては、沖教組さん、公教組さんと交渉しましたけれども、この

２件については特段、反対等の意見はございませんでした。 

 以上です。 

 

○西銘純恵委員 これまで長い間、４％という教師に対する上乗せというのが

――どんどん業務は増えて、残業時間が増えていっても、４％止まりだったっ

ていう、そういう声があって改正されたのかなとこれについて思うんですが、

残業時間、教員がやっぱりこの間、残業が相当増えていって、病休も全国的に

も増えているという実態については、皆さんはどう評価しているのか。全国的

に増えていると思うんですが、この法改正、条例改正によって、残業時間を減

らすことができるのかということも含めて意見を求めたいと思います。 

 

○東哲宏学校人事課長 今回提出している教職調整額は、給与に関する条例で

すけれども、給特法の改正に当たりましては、今回教職調整額の引上げなどに

加えてですね、学校における業務管理等をきっちりしなさいというような内容

とする改正も同時に行われておりますので、処遇の改善とともに働き方、勤務

時間の管理というのを厳格にすることで、在校等時間を圧縮するというふうに

取り組んでいくべきものとされております。 

 以上です。 

 

○西銘純恵委員 義務教育とあるんですが、高等学校、特別支援学校は、この

法律とは一緒ですか。 
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○東哲宏学校人事課長 教職調整額につきましては、その対象は管理職を除く

教諭、あと実習助手、寄宿舎指導員全てに対象となっております。 

 

○西銘純恵委員 １年間１％ずつ上げていくということですが、これまでの

４％止まりについて、実際には１人当たりの１日の平均残業時間というのは勤

務時間でもいいんですけれどもどれだけだったのか。なんで10％という設定

をしたのかも含めて説明はできますか。 

 

○上江洲寿働き方改革推進課長 お答えします。 

 県立学校の月平均の残業時間というところで、実態のほうを私からお話させ

ていただきます。 

 まず高等学校につきましては、我々の実態調査によると令和６年度の月平均

時間が高等学校で30.3時間。特別支援学校につきましては、同じく月平均の

時間外が16.9時間という県立学校の状況になっているところでございます。 

 

○東哲宏学校人事課長 後半の質問の10％の件ですけれども、今回10％に引

き上げられたのはですね、教職員の人材確保法という法律がまた別にございま

す。それが一般行政職と比較して、先生方の給与を優遇せよというふうな法律

がございます。その法律が実施された昭和55年くらいの水準だと、一般行政

職に比べて約７％程度、先生方の給与が優遇されていたというふうな状況があ

りました。けれども、行政職の給料が引き上げられたり、行政改革で教員全体

の給与を引き下げたりというような経緯がございまして、今、それほど開いて

いないというのがあります。今般、そうしたことを踏まえまして、昭和55年

並みの７％程度の差が出るようにするにはというふうなことを国のほうで、い

ろいろ検討された結果、教職調整額を10％に引き上げるということで決着を

見たというふうに聞いております。 

 以上です。 

 

○西銘純恵委員 小中学校の残業、月平均はどうですか。 

 

○上江洲寿働き方改革推進課長 小中学校につきましては、市町村教育委員会

のほうで服務監督を行っている状況で、我々のほうでは直接的な平均時間とい

うデータは持っていないところです。申し訳ないです。 

 

○西銘純恵委員 文科省が調査をずっとやっていると思うんですよね。教職員
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の残業はどうなっているかということで、平成22年の１日の平均勤務時間、

土日も含めて小学校、高校では週59時間、中学校では64時間働いていると。

そういうのが出ているけれども、沖縄県ではどうなっているのか。法定の

80時間を超えて、最高はどれだけなのかというのを前にも答えてもらったこ

とがあると思うんですよ。今お尋ねしたいのは、残業時間は最高で何時間なの

か。それでやっていた方について実際に、全て解決できるのかというところを

私、気になっています。答えられますか。 

 

○上江洲寿働き方改革推進課長 小中学校等ですね、個人で最高のというデー

タは今ちょっと手元にはないところであります。ただ市町村教育委員会では、

しっかり把握はしているところだと思います。ただ今こちらではお示しできな

いという状況です。 

 以上です。 

 

○西銘純恵委員 労働基準法による残業代の支給について、お尋ねします。 

 残業するときに労働基準法では、25％以上月60時間超えたら50％以上。法

定休日の労働には、35％以上の割増賃金を義務づけているというのが労働基

準法なんですよね。それとの比較で教員って、10％まで満たしたときに十分

なのかということも１つ検討しなければならないのではないかって、私は思う

んですよ。 

それと上乗せ50％以上というのは結構な――例えば10万円だったら５万円

上乗せするとか、そういう形になるので費用的な問題も聞きたいし。ただ少な

くともこの問題というのは、上限を決めた、上乗せ分を教師はもらっているか

ら残業は幾らでもやらなくてはいけない――業務が多いですからね、自宅に持

ち帰ってでも、休日に出てでもやらないといけないと。先ほど東課長が業務管

理を行いなさいということも出ていると言っていたんですけれども、結局は、

学校の時間内で何時間に抑えなさいと、残業を抑えなさいということになった

ら、自宅に持ち帰りというのがこれからまた出てくるんじゃないかという、私

はそれも危惧しているんですよね。 

だからやっぱり教職員の皆さんのこれまでの働き方というのが、時間が幾ら

でもというふうになっていたというのをどう改善していくかというのに、着目

しなければならないと私、思うんですけれどもいかがでしょうか。 

 残業時間を法定以内に収めていくということに関して、教育委員会はどのよ

うに考えていますか。 
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○上江洲寿働き方改革推進課長 働き方改革推進課が令和５年度に立ち上がり

ました。令和６年度から沖縄県の公立学校における全県的な取組として、働き

方改革の推進計画を策定して、令和６年度から令和８年度までの３年間を集中

取組期間として、具体的な取組項目も掲げながら、市町村と連携しながら進め

ているところでございます。 

 あと令和５年度には県立学校のほうで時間外在校等時間、時間外勤務時間の

月の上限を45時間以内、年間360時間以内という規則も制定して、そこを目標

にまずしっかりやっているところです。 

 また、国においてはですね、令和11年度をめどに教職員の月時間外を平均

30時間程度にするという目標も今回新たに示されましたので、そこも踏まえ

ながら取組をしっかり推進していきたいと考えているところです。 

 以上です。 

 

○西銘純恵委員 国は勤務実態調査を継続して行ってきていますよね。今度の

この法改正で、これをもうやらなくなるということも出されているようです

が、それはそうなのか。そして県教委としては、今の目標を決めたのであれ

ば、勤務実態調査はとても大事だと思うんですよ、継続してやってもらいたい

と思いますがいかがですか。 

 

○上江洲寿働き方改革推進課長 国のほうの勤務実態調査、毎年度はなくて隔

年でですね、少し間が空いて２回ほど実施されているかと思います。 

 ただこの調査につきましても、年間通した実際の勤務時間の把握ではなく

て、たしか一定期間を区切ってですね、そこの期間だけでまずしっかりやっ

て、それを年間どうなるかということで想定して、いろいろ時間外という議論

があったと思います。 

 ただ国においてはですね、勤務実態調査、一定の期間の調査ではなくて、市

町村も含め、しっかり服務管理、勤務管理をやることになっています。県立学

校でも平成31年から勤務管理をシステム導入して、出勤時間退勤時間を客観

的に把握しているところです。 

 市町村も同じようにも沖縄県内 41市町村全てやられているところですの

で、そういう調査はなくても、通常的な形で、勤務実態を把握するということ

がされているので、国においても市町村や県の持っているデータを何らかの形

で吸い上げれば把握はできるのかなというふうに考えているところです。 

 以上です。 
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○西銘純恵委員 頑張ってください。 

 もう一つ、特別支援教育に関わる教員への調整額。これも今度の条例に出て

いますか。 

 

○東哲宏学校人事課長 今回の条例案には、その内容は含まれておりません。 

 

○西銘純恵委員 以上です。 

 

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 米須清一郎委員。 

 

○米須清一郎委員 引き続きお願いします。 

 今の質疑の関連でもあるんですが、やっぱり調整額を上げていくことと合わ

せて、もともとある時間外等々の業務改善ということが本当に大事になってく

ると思うんですけれども、この給特法が調整額の引上げと合わせて、その業務

改善のところの法改正もありますよね。前にも質疑、委員会の中であったと思

うんですが、その業務改善、業務量管理、そして健康確保措置の実施計画を教

育委員会を策定するというふうになっているんですけれども。その取組を関連

してお尋ねしますけれども、今回の法改正で出てきた実施計画の策定状況はい

かがでしょうか。 

 

○上江洲寿働き方改革推進課長 今お話があった業務量管理・健康確保措置の

実施計画につきましては、国のほうでは今年度内をめどに策定して、令和８年

度から実際に取組状況等も公表しながらＰＤＣＡサイクルを回していくという

ようなことを各市町村も含め義務づけているところです。 

 まず年度内に、その計画を策定するというところがまず１つ大事なポイント

になるんですけれども、我々としましても、やっぱり市町村教育委員会をしっ

かり支援していくために、今回７月からですね、労働安全衛生活性化会議とい

うのを41市町村と連携して立ち上げて、もう２回ほど会議も終わっていて、

その業務量管理・健康確保措置実施計画につきましても、様々な情報提供をし

て――県のほうから雛形モデル市町村教育委員会もやはり負荷がちょっとかか

ってしまうものですから、ある程度市町村教育委員会でつくれるような雛形の

モデルも各市町村に提供して、年度内での策定を今呼びかけているところで

す。 

 以上です。 
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○米須清一郎委員 年度内に策定ということは、３月までに策定する。これ

41市町村の教育委員会の全てがというところですけれども、国からその計画

策定に当たっての方針みたいなものがあるんですかね。どういうことを盛り込

むとか。それに加えて沖縄県として、41市町村の計画策定に当たってどうい

うことを――働き方改革、業務改善を進めて来ている中で、今回の法改正を受

けて、市町村に国あるいは県の考えをどういうふうに伝えているんでしょう

か。 

 

○上江洲寿働き方改革推進課長 今回指針の中では、教育委員会が策定する計

画についてはですね、まずは先ほどお伝えした月45時間以内、年360時間とい

う基準を見据えて、しっかり目標をまずは設定する。そして、その目標達成の

ために地域の実情に応じた具体的な取組をしっかり示して、実施するというよ

うなことが指針で示されているところです。 

 県教育委員会としましては、実は我々この指針が出るに先立って、令和５年

度に策定して令和６年度からスタートした、みんなの学校ピースプランという

県の推進計画ありますけれども、今回あの計画がまさにこの指針で示した内容

を全て網羅した形になっていて、具体的な目標も示している、具体的な取組事

項を示しているので、市町村教育委員会のほうにも令和６年度から県が示した

計画で一緒に連携、協働して取組を進めているところです。まずは県の教育委

員会が示した計画というのは参考になりますよと、それを踏まえた上で、各市

町村でまた地域の実情に応じた取組等もしっかり示して、策定するようにとい

うところで今お話を進めているところです。 

 県教育委員会としましては、令和６年度にスタートしたこの計画がそのまま

業務量管理・健康確保措置実施計画に今年度内に位置づけをしっかりしてです

ね、また全県的な取組を推進していきたいと、令和８年度までにしっかりやっ

ていきたいということを考えているところです。 

 以上になります。 

 

○米須清一郎委員 あわせて、今回の法改正の中で、業務改善を一層進めてい

くためのものだと思うんですけれども、教職員間の総合的な調整を行う主務教

諭を置くことができるというふうにもなっていると思うんですが、その辺どう

でしょうか。 

 

○東哲宏学校人事課長 主務教諭につきましては、今回の法改正で設置するこ
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とができるというふうなことになったところです。 

 本県において職を新たに設置するかということについて、置いた場合は何人

にするのかとかですね、そもそも配置した場合にどうなるのかとかいう結構大

きな影響を与えますので、今、置くかどうかも含めて検討しているところで

す。 

 

○米須清一郎委員 次年度のスタートに当たっては、置くことには今の時点で

はなっていないわけですね。 

 

○東哲宏学校人事課長 少なくとも来年度設置というのはございません。 

 

○米須清一郎委員 法改正によって１月から調整額を引き上げる、３月までに

は計画を策定する、業務改善を一層進めながらというのが、もう始まります。

これまでもやっていることではあるんですが、それをさらにというと体制的に

は既存の体制、もともとの取組の延長でやっていく、特別な配置とかそういう

手だてはなく、これまでの延長でしっかりやってくださいと、そういうことに

なるわけですか。 

 

○東哲宏学校人事課長 まず処遇の改善につきましては、今議会のほうでもお

認めいただければ来年１月から教職調整額１％引き上がるというふうな形にな

っております。 

 また、先ほど働き方改革推進課長から説明したとおり、業務改善とかについ

て法施行は４月１日からとなっておりますけれども、それまでにいろんな計画

を策定しなければいけないというふうな形になっております。 

 特別にそのために新たな職を設置せよとかですね、そういったものは特にご

ざいませんけれども、働き方改革も処遇改善と合わせて強力に進めていくよう

にとされておりますので、今できるところを一生懸命やっていくというところ

になっております。 

 以上です。 

 

○米須清一郎委員 会議も開いて進めているということですので、ぜひ頑張っ

て、子どもたちを教育する環境をということを忘れずに、しっかり進めていた

だきたいなと思います。 

 最後に法改正の中で、この処遇改善の中にもう一つあると思うんですよ、今

回の調整額の引上げ以外に。議案に書かれている特殊勤務手当ではなくて、特
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別手当というんですかね。そういうものも、１月から改正するとあると思うん

ですが、その点はどうでしょうか。 

 

○東哲宏学校人事課長 義務教育等教員特別手当のことだと思います。 

 まずこの義務教育等教員特別手当というのがなんぞやという話なんですけれ

ど、全ての教員に今、1.5％程度の手当を支給しております。それを今回の法

改正で、１％程度に減額した上で、担任に3000円加算するというふうな措置

を行うという形で法改正がされております。 

この加算につきましては、条例等で公務の実態であるとか、地域の状況とか

に応じて変えることもできますよというふうな話になっておりまして、このこ

とにつきまして、組合等の交渉などを行ってきておりますけれども、結論から

言いますと、組合との交渉については、ある程度決着を見たんですけれども、

関係機関との調整において、その加算額の在り方とかそういったものについ

て、なお課題を整理する必要があるという指摘がありましたので、今回の改正

を見送りまして、整理がつき次第、２月議会のほうで提案させていただきたい

なと考えております。 

 

○米須清一郎委員 分かりました。 

 以上です。 

 

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、乙第39号議案に対する質疑を終結いたします。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、補助答弁者の入替え） 

 

○新垣新委員長 再開いたします。 

 次に、教育委員会の陳情令和６年第72号の３外30件を議題といたします。 

 ただいまの陳情について、教育長等の説明を求めます。 

 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分に

ついてのみ説明をお願いします。 
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  半嶺満教育長。 

 

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について、御説明申し

上げます。 

 お手元のタブレットに表示されます陳情に関する説明資料の表紙をめくって

いただき、目次を御覧ください。 

 教育委員会関係については、陳情について新規４件、継続27件、合計31件

となっております。 

 初めに、継続審議となっております陳情に係る処理方針の変更について、御

説明いたします。 

 27ページを御覧ください。 

 令和７年陳情第64号教職員が健康で生き生きと働きやすい職場環境を求め

る陳情の記の２の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しておりま

す。 

 変更の理由については、今年度より、新たに、県外での結・ＵＩ特別選考試

験を実施したことから、処理方針を変更したところであります。 

 続きまして、28ページを御覧ください。 

 令和７年陳情第71号の３令和７年度離島・過疎地域振興に関する要望事項

に関する陳情について、下線で示しているとおり、処理方針を変更しておりま

す。 

 続きまして、新規陳情について御説明いたします。 

 43ページを御覧ください。 

 陳情第170号那覇市立神原小学校の校内自立支援室の維持を求める陳情につ

いて、御説明いたします。 

 校内自立支援室事業は、学校内の空き教室等を活用し、登校はできるが教室

に入れない児童生徒等に対して、多様な学習の機会を確保し、児童生徒の社会

的自立を促すことを目的として実施しております。 

 本事業は、市町村の取組を促すためのモデル事業として位置づけ、事業期間

はおおむね２年とし、事業終了後は、各市町村による事業化を検討していただ

くこととしております。 

 設置校については、市町村との協議により選定することとなっていることか

ら、今後の対応について、那覇市教育委員会と意見交換を行ってまいります。 

 続きまして、44ページを御覧ください。 

 陳情第173号沖縄県立高等学校通信制課程の生徒もバス・モノレール通学費

支援の対象にすることを求める陳情について、御説明いたします。 
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 県教育委員会では、令和２年度から子どもの貧困対策として、高校生のバ

ス・モノレール通学費無料化に取り組んでおります。 

 これまで、通学区域が全県域の中学校及び要件を満たすフリースクールの生

徒にも支援を拡大しており、令和５年度からは、高額通学費が原因で進学等を

断念することがないよう、中間所得層までの生徒の通学費の一部補助を行って

いるところであります。 

 今後新たに、県立学校の通信制課程に在籍する生徒の通学費支援に取り組ん

でまいります。 

 続きまして、45ページを御覧ください。 

 陳情第180号小中学校給食無償化と質の向上を求める陳情について、御説明

いたします。 

 記１については、陳情令和６年第136号の３の記４の処理方針に同じとなり

ます。 

 記２について、給食の質の向上については、各自治体等において、献立作成

委員会等を設置し、栄養教諭、保護者その他関係者の意見を踏まえ、バランス

の取れた学校給食の提供に取り組んでいるものと認識しております。 

 また、学校給食における地産地消については、農林水産部など関係機関と連

携し、学校給食と県産食材のマッチングや栄養教諭等に対する調理研修会など

を実施しているところであります。 

 県教育委員会としましては、引き続き市町村や関係機関と連携し、学校給食

の充実に取り組んでまいります。 

 続きまして、46ページを御覧ください。 

 陳情第183号高校生部活動における県外遠征費補助金制度拡充に関する陳情

について、御説明いたします。 

 47ページを御覧ください。 

 県教育委員会では、これまで県高等学校体育連盟・県高等学校文化連盟主催

の九州大会、全国大会に参加する高校生に対して、各連盟を通して派遣費を補

助しております。 

 また、市町村においてもそれぞれの実情に応じて派遣費の補助が行われてお

ります。 

 県教育委員会としましては、経済的事情により、子どもたちの可能性が狭め

られることがあってはならないと考えており、今後とも未来を担う子どもたち

が、夢や目標に向かってチャレンジできるよう、支援の充実に努めてまいりま

す。 

 以上で、教育委員会関係の陳情に係る説明を終わります。 
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 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。 

 これより、陳情に対する質疑を行います。 

 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述

べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いい

たします。 

 質疑はありませんか。 

 平良識子委員。 

 

〇平良識子委員 よろしくお願いいたします。 

 43ページの新規の陳情から質疑させていただきたいと思います。 

 陳情令和７年第170号ですね。神原小学校の校内自立支援室の維持を求める

陳情ということで、まずはモデル事業として、市町村と連携して取り組んでい

るということなんですけれども、県内の設置状況について、まずお伺いしたい

と思います。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 令和７年度の校内自立支援室の設置状況については、配置市町村数が20市

町村、そして54校の配置となっております。 

 以上です。 

 

〇平良識子委員 20市町村54校。これは取り組んでいない市町村について

は、どのように。20市町村になったという経緯についても、お答えいただけ

ますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 本事業は、令和４年度からの実施となっていますけ

れども、毎年市町村に対して調査を行って、そこでまた市町村と協議を重ねな

がらの結果が、現在20市町村ということになっております。 

 

〇平良識子委員 利用している児童生徒の状況まで、把握していらっしゃいま

すか。今 54校で取り組んでいるということですけれども、お願いいたしま

す。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 
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 校内自立支援室に通う児童生徒、保護者等に対して調査を行っておりまし

て、利用する児童生徒の声としては、具体的に幾つか申し上げますと、例えば

校内自立支援室があると思うだけで安心して登校できる、ですとか、勉強が少

しずつできるようになって自信が持てるようになったですとか、友人関係が苦

手なので、自分のペースで学習を進めることができるなどの声が上がっており

ます。 

 以上です。 

 

〇平良識子委員 利用人数まで把握されていらっしゃいますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 失礼しました。お答えします。 

 令和６年度の支援室設置校で支援を受けた児童生徒は、790名となっており

ます。 

 

〇平良識子委員 先ほどこれを利用する、あるいは設置していることで、安心

するという声があることもお答えいただきましたけれども、当該陳情は神原小

学校に設置をされていて、その継続を望む声ですけれども、神原小学校につい

ての利用生徒の実績、那覇市等教育委員会のモデル事業が２年ということで、

今後の継続については那覇市教育委員会と話し合うということですが、引き続

き設置する、あるいは拡大していくことが望ましいので、しっかり対応してい

ただきたいんですけれども、神原小学校についてもう少し詳しく教えていただ

けますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 教育庁の処理方針にもありますけれども、モデル事

業でおおむね２年の実施ということで、昨年度神原小学校については３年目と

いうところで、私たち担当も神原小学校の視察にも行っております。今回那覇

市議会に対しても、同じように陳情が出されています。それについて、那覇市

教育委員会の担当課長と情報交換をしているところです。そして、今後の継続

についてはですね、那覇市教育委員会と不登校の状況ですとか、問題行動等の

状況を踏まえての総合的な判断で決めるということになっておりますので、引

き続きまた協議をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

〇平良識子委員 県議会で陳情も出されているということをお伝えいただきな

がらですね、同時に那覇市においては４校、そして県内においては54校です
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から、さらに増やしていくということが必要かなと思いますけれども、全県的

な取組の強化について少し総括的に伺いますけれども、どのように今後取り組

んでいくんでしょうか。 

 

〇半嶺満教育長 不登校の支援については喫緊の課題と捉えておりまして、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等も含めて、取組を進めて

いくと今説明がありました。 

この自立支援室事業については、やはり子どもたちがしっかりと学校の中で

居場所を見つけて、そしてきめ細かな指導の下で、また戻れる子どもたちは教

室に戻していくというようなことで、非常に効果が上がっている事業でありま

す。ぜひ市町村と連携しながら市町村においても、しっかりと不登校の対策と

して、市町村独自で取組をしていただきたいと。それを支援するために、県と

しても今、モデル事業として進めているところでありますので、しっかりと市

町村と連携しながら、我々もですね、校内自立支援室事業をしっかり継続しな

がら、また国においても、校内教育支援センターということで、その重要性を

認めて事業化もしておりますので国の事業も見ながら、我々もしっかりと継続

して市町村と連携し、引き続きその拡充については取り組んでいきたいと思い

ます。 

 

〇平良識子委員 ありがとうございます。 

 800名近くの生徒が利用しているということですので、やはり拡充が求めら

れております。全ての学校に設置されることが望ましいと思いますので、引き

続き強化取組をお願いいたします。 

 次に、44ページの陳情第173号、沖縄県立高等学校通信制課程の生徒もバ

ス・モノレール通学費支援の対象にすることを求める陳情についてです。 

 沖縄県においては、全県域の中学校、そして要件を満たせばフリースクール

の生徒さんにも通学費の支援を取り組んで拡大しているところであります。こ

の処理方針にも取り組んでいくということではあるんですけれども、まずこの

陳情が出されたのは学生さんがアンケートを取ったということを聞いておりま

す。その内容について把握しているのであれば教えていただけますでしょう

か。 

 

〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 令和７年11月に宜野湾高校の通信制の生徒の有志が主体となってバス・モ

ノレール通学費支援に関するアンケートを実施しているところでございます。 
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 調査結果につきましては、42名が回答していると聞いております。その内

容としてはですね、現在バスを利用しているかというものとか、普段の高校ま

での通学方法。現在バスを利用しない理由とか、あと通学で困っていることな

どをアンケートとして行っていると聞いております。 

 

〇平良識子委員 ありがとうございます。 

 ぜひ通信制高校についても、通学費の支援を取り組んでいただきたいと思い

ます。具体的には、次年度からは確実に取り組んで予算を早急に計上して取り

組んでいただきたいんですけれども、対象となる生徒数であったり、その辺り

の調査の状況とか、幾らぐらい必要なのかとか、県の担当課としてですね、今

概算含めて、どのような調査がなされているんでしょうか。 

 

〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 県としてはですね、県立高校の通信課程に在籍する生徒を対象に、今年度ス

クーリングにおける通学実態調査を実施したところでございます。そのアンケ

ートの結果ですね、泊高等学校の 45名の生徒が公共交通機関を利用してい

て、そのうち32名が通学費を負担と感じているというふうに回答しておりま

す。また、宜野湾高等学校では18名の生徒が公共交通機関を利用しており、

そのうち11名が通学費を負担と感じているとしております。 

 また、通学費が負担で公共交通機関を利用していないという生徒も両校で

21名ほど、アンケートの結果で分かっております。ですので、予算に関しま

しては、この 64名に関しまして、次年度に計上しているところでございま

す。 

 

〇平良識子委員 今、次年度に計上しているということですので、次年度から

になるんでしょうか、今年度からスタートできるのか。県としてどのように今

進めている状況でしょうか。 

 

〇大城司教育支援課長 すみません。次年度の予算編成の中で、今、取り組ん

でいるところでございますので、それを踏まえてですね、次年度から取り組め

るように調整してるところでございます。 

 

〇平良識子委員 ありがとうございます。 

 ぜひよろしくお願いします。頑張ってください。 

 次に、46ページ。陳情第183号ですね。高校生部活動における県外遠征費補
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助金制度拡充に関する陳情ですけれども、これもまさに当事者の子どもの声を

しっかり、意見表明権の行使という意味においても、非常に素晴らしい陳情の

提出だなと思います。陳情処理方針の中にもありますが、県としては高等学校

体育連盟、高等学校文化連盟主催の九州大会、全国大会に参加する高校生に対

しては、連盟を通して派遣費を補助しておりますという答弁なんですけれど

も、これもう少し具体的に伺いたいのは、どのくらいの部活動に対して、幾ら

補助しているのか。そして、具体的に生徒の派遣費については、どのくらいの

負担が軽減されているのか、その辺りのもう少し詳細を教えていただけます

か。 

 

〇遠越学保健体育課長 お答えいたします。 

 生徒の派遣費につきましては、処理方針にもありますように、高体連、それ

から高文連を通して補助しているところであります。予算額としましては、高

体連に県外の派遣分で、令和７年度約920万円。高文連のほうに605万円とな

っております。１人当たりどの程度の補助になっているかといいますと、高体

連の場合、九州大会で5500円、全国大会で8500円、高文連の場合には地域に

よって異なりますが１万2000円から３万円程度が派遣される生徒に補助され

ているところであります。 

 以上です。 

 

〇平良識子委員 正直言って、補助額がやはりまだまだ少ないなと感じるとこ

ろであります。陳情の中にもありましたけれども、沖縄尚学高校は私立高校で

はありますが、全国の高校野球で優勝するということも含めて、沖縄の学生た

ちのスポーツ、あるいは文化活動での活躍が沖縄県民全員を本当に勇気づけ、

元気づける、大きな励みとなるような活躍をしていることに、何とか後押しを

していかなければならないなと思います。体育連盟についての5500円であっ

たり、8500円だったりしますけれども、例えば野球を取ってみても、今回優

勝までに長い日数、期間がありますよね。そういった意味で、沖縄尚学高校が

優勝しましたけれども、具体的には県として結果的にはどのくらいの補助が

１人当たりかかったんでしょうか。あるいは学校に対してというか、ちょっと

その辺りお答えできますか。 

 

〇遠越学保健体育課長 本補助事業はですね、高体連、高文連等を対象にして

おりますので、高野連につきましては、今のところ対象になっておりませんの

で、補助額は一切なかったということになります。 
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〇平良識子委員 じゃ、高野連については、今回は沖縄尚学が――私立学校で

ありますけれども、どこの学校が県内で優勝して派遣されても、この補助事業

においては高校野球について、今まで補助されてこなかったという理解でよろ

しいんですか。あるいは、体育連盟に入っていないスポーツに関しては、全く

補助がされてないということなんでしょうか。 

 

〇遠越学保健体育課長 はい、今委員おっしゃるとおりですね、スポーツ系で

すと高体連に補助をして、高体連のほうからさらに生徒へという形になります

ので、高校野球連盟であったり、高体連の大会以外の競技に対しては、今のと

ころ補助はしていないという状況になっております。 

 

〇平良識子委員 すみません、ちょっと細かくなりますけれど、高体連以外の

連盟というのは、具体的にどういうところがあるんでしょうか。高野連と、ほ

か把握されていらっしゃいますか。 

 

〇遠越学保健体育課長 高体連に加盟していない、例えばボーリングですと

か、少林寺拳法、銃剣道とかですね、ちょっとすみません、全てを把握してい

るわけではないんですが、そういった競技が高体連に加盟せずに独自の団体で

大会を行っているところであります。 

 

○平良識子委員 この質疑の中で、高野連が補助対象に入っていないというこ

とが今初めて分かったので、すごく驚きだったんですけれども。それも含めて

ですね、まずは大会への派遣費というのをもっと増やしていくというのが、ま

ずは最も大事かなと思います。そしてまた高野連も含めてですね、拡充してい

かなければならないと思います、各種大会いろいろあると思いますけれども、

まずは今県がやっている派遣費の増額、そしてまた様々な大会派遣費がありま

すから、そこについての支援の拡充というのが望まれる、そういう陳情だと思

っておりますけれども、どのように取り組んでいけますか。 

 

〇遠越学保健体育課長 まずは、高校野球連盟につきましては、連盟のほうか

ら独自の財源で子どもたちに対する派遣の補助というのを、やっているという

ふうに認識しております。 

 高体連以外の競技団体については、どの程度というのは少し把握していない

ところなんですが、いずれにしても子どもたちが夢に向かって活動するに当た
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って、経済的理由でその道が狭まることがないように、これからも支援拡充に

向けて、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っています。 

 

○平良識子委員 各市町村でもやっているところとやっていないところのばら

つきがやはりありますので、公平性の観点も含めて各市町村の取組の拡充、あ

るいは新設も求められるところなんですけれども、県としてやはり一律にやる

必要がありますけれども、生徒さんがこの問題で経済的に困窮している状況の

中で、大会に出られないということがないような具体的な取組が必要だと思う

んですけれども、教育長いかがでしょうか。 

 

○半嶺満教育長 先ほど課長からも説明がございました。これまで県としても

補助の取組をしてきたところでありますけれども、特に離島の保護者からは、

やはり経済的な負担がまだまだ依然として厳しいという声も届いておりまし

て、我々もこれをしっかりと受け止めながらですね、何とか拡充にということ

で取り組んでいるところでありまして、令和６年度からはクラウド型ファンデ

ィング、ふるさと納税という制度を使って、今支援の拡充に取り組んでいると

ころであります。今後ですね、しっかりと厳しいという声も受け止めながら、

その拡充に向けてまた検討しながら取り組んでいきたいというふうに思いま

す。 

 

○平良識子委員  ぜひよろしくお願いします。 

 まずは、今ある補助額の増額、そしてまた新設も含めて拡充をぜひ一歩一歩

取り組んでいただきますように、生徒の声にしっかり応えられるような取組を

ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 小渡良太郎委員。 

 

○小渡良太郎委員 引き続き、46ページの陳情第183号、高校生部活動におけ

る県外遠征費補助金制度拡充に関する陳情を、もう少し確認も含めて議論して

いきたいんですけれども。 

 まず最初に、先ほど答弁できなかったことについて、後ほどで構いませんか

ら資料としていただきたいんですけれども。県の補助金制度の対象外となって

いる競技とか種目、あと大会をちょっと一覧で。調べるのに時間がかかるかも
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しれないので、すぐにとは言いませんから。 

空手とかでもですね、競技空手は支援があるけれど、例えば流派による大会

とかというのは、恐らく今の答弁だったら出ていないという話になるのかなと

思いますので、そこは確認をして、後ほどまとめていただければなと要望しま

すけれど、委員長、よろしいですか。 

 

○新垣新委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、委員長から小渡委員の資料要求について対応できるか、執

行部に確認があった。） 

 

○新垣新委員長 再開いたします。 

 遠越学保健体育課長。 

 

〇遠越学保健体育課長 高体連に加盟していないといいますか、派遣対象にな

っていない競技団体となりますと、どれぐらいの数があるのか、例えば把握し

ていない、漏れてしまうというような可能性もありますので、例えば補助対象

となっている団体ということでお示しをするか。もしくは、県のスポーツ協会

がありますので、スポーツ協会には加盟されているけど、高体連には加盟され

ていないというような競技団体もありますので、そのスポーツ協会の部分と、

我々高体連の分を比較してということであれば、可能ではあるんですが、それ

以外全てとなると漏れる可能性があるので、ちょっと調べるすべがないのかな

というふうに考えているんですが……。 

 

○小渡良太郎委員 出し方はお任せします。今競技種目という話をしたんです

けれども、把握できる範囲で。例えばインターハイの夏の大会は出るけど、秋

冬は出ないとかですね。春秋冬も大会をやっているけれど、そこは補助できて

いないとかという形で、ざっくり分かれば。子どもたちがやっている全ての競

技についてではないので、把握できる範囲で構わないので、よろしくお願いし

ます。 

 そのまま続けますけれども、先ほど答弁の中でスポーツ、体育連盟について

は、１人当たりにすると5000円から8000円の額という話がありました。昨

今、いろんな形で物価高騰もあってですね、僕らも、例えば県外に視察に行く

ときでも、ホテル、今までの規定だとどうしても出せないから、増額の議論が

あったりとかという話が――あちらこちらでも出ていると思うんですけれど
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も、正直5000円から8000円となったら、１泊の宿泊費にも満たない。以前か

ら満たないと思っていたんですけれども。税金の使い道の観点という意味でで

すね、少し言いにくいんですけれども、微々たるものをやるくらいだったらや

らないほうがいいんですよ。足りないという不満だけが広がってですね、恐ら

く5000円、8000円というのはありがたいし、そういった形で取り組んでいた

だいているのは、重々評価はするんですけれども、あまりにも一般的な観念と

ですね、補助額が乖離をしてしまうと、このあってないような――言葉がきつ

いので、気を悪くなさらないでいただきたいんですが、そういった形で受け捉

えられて、誰にも感謝されないというふうになってしまっているから、こうい

う陳情が上がってくるのかなという印象を感じております。 

 なので、実態の調査ですね。例えば、それぞれの競技、大会の開催される場

所によっても、それぞれ状況が異なると思うんですが、この予算の組立てをす

る際に例えば前年度どれだけの費用が、それぞれの競技でかかっていて、その

うちの何％とか何割とかというのを補助するという形で積算をしている、そう

いう調査とかが行われた上での積算になっているのか、それともあくまで額が

あって、例えば大会に参加する人数が多いところは、さらに額が下がるとかと

いうような形になっているのか。この予算の組立て方がどうなっているのか教

えてください。 

 

〇遠越学保健体育課長  現在、高体連ですと、九州大会 5500円、全国大会

8500円という金額につきましては、実際にかかった金額の何割という形は現

在しておりませんので、積算についてもまた改めながらやっていかないといけ

ないと思っておりますが、現行につきましては、１泊当たりということではな

く、航空券代ということでもないというような現状であります。 

 

〇小渡良太郎委員 よい機会ですから、制度設計を組み立てる段階での部分

も、改めてちょっと見直しを検討をしていただきたいなと、これ要望です。今

話したようにですね、物価の上昇、下降に伴って大会に参加するために必要な

額というのは、いろいろ変動はあると思います。その中で、やはり県が補助し

て大会に出れて、それでいい結果が残せたというふうに、子どもたちが認識で

きるような制度でないと、補助する意味が薄いと思うんですね。だから、ぜひ

そこはしっかり調査をしていただいて、おおむねどれくらいかかったのか――

皆さん部活動で大会に派遣されて行くとなったら、肌感覚で感じる限りは結構

切り詰めてやられているようにですね、宿もできるだけまとめて取って抑える

とか、いろんな形で工夫をしてやられていると思うんです。それでもやはり必
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要な額がどれくらいあるのかというのを、県教委が認識しているしていないと

いうところは、非常に大きいかなというふうに思います。いろいろ認識してい

るけれど、予算の都合上、財政の都合上、 8500円しか出せませんというの

と、この取りあえず額ありきで8500円を出し続けていますというのでは、や

はり説得力も変わってくると思いますので、ぜひ次年度はもう予算要求して、

これからの議論ではあるんですけれども、今後ですね、しっかり調査をした上

で、この子どもたちの陳情の趣旨にも関わると思うんですけれども、どれくら

い必要としているのかと、そのうちどれくらいを県がサポートできるのかとい

うところを、ぜひいま一度ですね、見直していただいて、御検討いただきたい

なと思います。 

 あと、クラウドファンディングの話が、先ほど教育長から答弁が出たんです

けれども、効果というか実績はどのような形に今なっているのか教えてくださ

い。 

 

〇遠越学保健体育課長 今年度も離島の生徒の派遣費ということで、クラウド

ファンディングで御協力いただきましたが、寄付金額が総額144万7000円とい

うことになっております。 

 

〇小渡良太郎委員 以前、私一般質問でも提案というか、指摘になったのか

な、させていただいたんですけれども、安定して制度を運用していく、特に補

助制度なんていうのは、毎年常に沖縄県から県代表で行くチームがあるわけで

すから、安定した財源確保という意味での基金の設立とかというのも検討した

らどうかという話もいたしました。これも答弁は結構ですけれども、それも含

めてですね、クラウドファンディングで144万7000円集まったと。これがどれ

だけ足しになったかというのを考えると、先ほど予算が 900万円ぐらいの中

で、上限8500円出していると、144万円だったらプラス幾らできるのかなとい

うところで、やはりもう少し、安定財源の確保というところでも、ちゃんとや

っていかないといけないかなというふうに思いますので、そこも改めて検討を

お願いします。 

 あと、市町村の格差が生じないようにということで記書きの１にあるんです

けれども、県代表として九州、全国等に派遣される子どもたちの支援の全体の

現況というのは、どれだけ把握されていますか。市町村によってやっていると

ころとやっていないところがあるというのは、以前から答弁が出ているんです

けれども、どれぐらいの市町村がどれぐらいの支援をしていて、できていない

理由というところを、県は把握されていますでしょうか。 
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〇遠越学保健体育課長 市町村によってもちろん金額、補助の仕方等も異なり

ますが、正式な調査ではないんですが今18市町村が、高校生の部活動、県外

派遣に対する支援を行っているというふうに認識しております。 

 小中学生に関しては、ほとんどの市町村がやっているようなんですが、高校

生に限定しますと、18市町村となっております。 

 

〇小渡良太郎委員 これも陳情文書の中にあります。那覇市の事例で書かれて

いるんですけれど中段のところですね。まずは、管轄するのは市ですから、小

中学生を優先しているので高校生を対象とするのは厳しいと。これ実際、現実

的なところでそうなのかなというふうに感じます。18市町村がやっていて、

残り23市町村ができていないと。23市町村にいる子どもたちはもっと手出し

を多く出さないと大会に参加できないと。各競技の参加、チームは１チームな

いし２チームですから、必ずしも41市町村全部の生徒が行っているわけでは

ないとは思うんですけれども、やはりこの格差が生じないようにするというこ

とも、県の１つの大きな役割ではないかなと思います。ある意味この市町村独

自のものは、あくまで補助的なものであって、大まかな部分は県でしっかり支

援できるというような体制の構築が、やはり格差をなくしていくということに

は、一番重要なことではないかなと思います。これも今答弁いただくというよ

りはですね、今後の検討課題としていただいて、今回陳情としてしっかり上が

ってきているんですけれども、以前から、我々各委員からよく聞く話だと思い

ます。どうにかしてほしいと。特に今、航空運賃も上がっている、ホテル代も

かなり高額になってきているという中で、この支援の必要性というのは喫緊の

課題であるというふうに私自身も捉えております。ですから、基金化という話

も以前出したんですけれども、次年度の当初予算はともかくとしてですね、そ

の後の補正だったり、抜本的に支援の拡充というのが図られるように、調査も

含めて必要な額を試算していただいて、できるかどうかという議論も含めて、

ぜひ進めていただきたいというふうに考えているんですが、最後、教育長の意

気込みを聞かせてください。 

 

〇半嶺満教育長 今、委員のほうからですね、貴重な御提言だと思いますが、

しっかりとこの根拠をですね、現状を分析すると。お話のあったとおり県が補

助しています、市町村が補助しています、そして学校のほうからＰＴＡの補助

もあります。そういったことを含めて、どれぐらいの負担があるのかと。そう

いったこともしっかりとまた精査をしながら、やはり御指摘のとおり、様々な
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御意見が我々のほうにも届いておりますので、それをしっかり踏まえて、でき

るだけ拡充できるように、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 

 

〇小渡良太郎委員 もう一点、ちょっと時間の都合もありますから確認だけさ

せていただきたいんですけれども、36ページ、陳情令和７年第98号、退職金

過少支給について、時効とされる教職員への支給を求める陳情と37ページ、

陳情令和７年第99号、無過失による単身赴任手当不支給について支給を求め

る陳情。 

 以前から議論になっている退職金過少支給等についてなんですが、その後の

状況を教えてください。 

 

〇東哲宏学校人事課長 この案件につきましては、９月議会の時期に那覇市を

相手にした訴訟の事例についての情報提供があるという話をさせていただきま

した。この件も含めて顧問弁護士のほうに意見を照会しておりますけれども、

いずれにしても参考とすべきでないというふうな意見等をいただいておりまし

て、今、様々な方法について研究自体をしているんですけれども、適切な方法

について今見い出せないというような状況がございまして、なので処理方針に

ついては、現状のとおりというふうになっているところが現状です。 

 以上です。 

 

〇小渡良太郎委員 ありがとうございます。 

 今回はここまでにしたいと思うんですけれども、次の議会でどんな形になっ

ているかというところも、今年度度最後の議会で、いろいろ確認をさせていた

だきますので、処理方針に変化がないということも含めてですね、本当はちょ

っと聞きたいことがあったんですけれども、また改めて確認をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

 

○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 松下美智子委員。 

 

〇松下美智子委員 陳情第183号、小渡委員がしっかりまとめてくださったん

ですが、１点だけお願いしたくて、質疑をさせてください。 

 この陳情、高校生自ら陳情を上げられているというふうに伺っております。 

その陳情の内容のところにですね、この夏沖縄尚学高校の野球部が全国優勝し



文教厚生委員会記録 

- 26 - 
R07.12.15-03 

たということ、大変私たちも誇りに思いました。このことを挙げられて、全国

レベルを若いうちに経験することは、私たちの視野と可能性を大きく広げるこ

とに寄与し、これは単なる補助ではなく沖縄の未来をつくるための意味ある投

資になると確信しているというふうに書かれていて、すばらしい書き方だなと

いうふうに私、感心しています。何としてもこの思いに応えて差し上げたいと

いうふうに思うのですが、もう様々質疑が出ましたので、その次のページの記

のところに御本人が、市町村の支援の実態調査ということを記しておられるん

ですけれども、これに関して補助が行われているのは分かっていますというふ

うな回答で処理方針は終わっているんですが、先ほども委員からあったんです

が、これを一覧にしていただくということはできないのでしょうか。資料とし

て提供していただくということはできないでしょうか。 

 

〇遠越学保健体育課長 すみません、確認なんですが、18市町村の補助の状

況をということでよろしいでしょうか。 

 

〇松下美智子委員 はい、そうです。市町村名と……。 

 

〇遠越学保健体育課長 各市町村に問合せ、あるいはホームページにもです

ね、そういう要綱等が載っておりますので、そちらを急ぎ取りまとめた上で、

提供したいというふうに思います。 

 

〇松下美智子委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○新垣新委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、委員長から松下委員からの資料要求について対応できる

か、執行部に確認があった。） 

 

○新垣新委員長 再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 喜友名智子委員。 

 

〇喜友名智子委員 陳情について４件ですね、取り上げたいと思います。 

 まずは今までの質疑の延長からで、新規の陳情第183号です。 
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 これまでの委員の皆さんの質疑で明らかになっていることと、今後の対応は

省きますけれども、あえて論点提示として教育委員会としても、ぜひ論点整理

をしていただきたいということを幾つか申し述べたいと思います。 

 これは教育委員会だけではなくて、私たち委員の中でも恐らく意見が分かれ

てくるであろうとおぼしき点ではあると思いますけれども、述べておきます。 

まずですね、部活動というのが、県立高校、あるいは私立学校も含めて教育

の中でどんな位置づけにあるのかということです。私は中学校も含めて部活は

選択制だと思っています。やる子もいればやらない子もいます。かかる費用も

桁が全く違うと。確かにスポーツをやっている子たちは大会で日々の練習に励

んだり、それから全国大会に行ったりすると。場合によっては、海外の大会に

まで行くという子たちも数多く出ている中で、この県行政として税金を使って

補助をするというところの基準をどう設けるのかというところですね。恐らく

これが難しいから県のほうでも補助をあまねく広く行うというところが、非常

に難しいというところはあったと思います。 

 今回こういった陳情が出てきたことは、非常にいいきっかけだと思いますの

で、先ほどの県高等学校体育連盟に加盟している、していないというところが

本当に基準として、今の時代に合ったものなのかというところの整理もしてい

きたいなと思っています。 

 その上でですね、私ちょっと部活が教育なのかというところは実は半分クエ

スチョンマークです。先ほど言ったとおり、選択制であるということ、それか

ら高校には体育の授業ってありますよね。基本的にはこの体育の授業が本来は

教育で全力集中すべきところではないかとも思っています。 

 それから３点目は、高校生の部活動の一部についてはプロになることを目指

して個人のキャリアのためにやっている子たちもいるわけです。沖縄でいうと

野球はそうだと思っています。そして、ゴルフもそうですね。そういったプロ

を目指している子どもたちと、部活動で半分は教育的な部分もあるけれども、

半分はちょっと違うんじゃないのという部分に対しても、将来プロになること

を見越した子にまで、税金を使って補助していいのかどうかという問題は、ス

ポーツで活躍する子どもたちが多い沖縄だからこそ、基準をつくることは大事

ではないかと思っています。 

 ただ、今回この陳情を見てですね、市町村でこれだけ補助が多様で、それか

ら充実している市町村もあれば、恐らく地域で実態がないから補助に至ってい

ないというところもあるかと思います。これを県で一律にどう補助していくの

かという議論は、やっぱり難しいと思うんですね。ただ、やっぱりこの教育の

中で、部活動をどう取り扱うのか。そして、学校教育とは別にして、この体



文教厚生委員会記録 

- 28 - 
R07.12.15-03 

育、運動に取り組む子どもたちをどう経験として生かしていくのか。 

 もう一つは、運動だけではなくて文化、芸術でも全国大会に行く子たちがい

ますので、どこまで幅を広げていくかというところは、今回ですね、しっかり

論点を整理しながら現状を把握していくというところに、議会としても持って

いけないかなと思っています。 

 ただそのためにも、先ほど小渡委員からあった資料要求は、１つの材料にな

ると思いますので、ぜひ御提供のほうはよろしくお願いしたいと思います。 

 ちょっと論点整理だけ述べさせていただきましたけれども、過去にこういっ

た点で議論したことがあるのかどうかというところだけ答弁いただけますか。 

 

〇遠越学保健体育課長 まず部活動の学習指導要領上の位置づけということで

ありますが、これについてはもちろん選択といいますか、生徒の自主的、自発

的な参加ということで行われておりますが、学校教育の一環として教育課程と

関連づけられるように、そういったことを留意することというような形で定め

られているところであります。 

 それから、プロを目指す生徒というところもありましたが、もちろん子ども

たちの中には将来プロを目指してということで、技術の向上を目指している生

徒もおります。中には体力の向上ですとか、人間関係ですとか、いろんな意味

合いを持って部活動に参加しているわけですが、現在中学校のほうでは、特に

地域展開ということでクラブチームへの移行というのも進んでいます。 

 また、それぞれの競技によってクラブチームがあって、学校以外のところで

活動しているという生徒もおりますので、それぞれに目標を持った形でできる

部活動というのが大切だということで、そういった認識の下で、学校の部活動

は行われているところであります。 

 

〇喜友名智子委員 ありがとうございました。 

 では、次の質問に移りますけれども、44ページですね。 

 陳情第173号、沖縄県立高等学校通信制課程の生徒もバス・モノレール通学

費支援の対象にすることを求める陳情です。 

 これうちの会派の仲村未央議員が一般質問でも取り上げていて、問題点はか

なり整理されたかなと思います。次年度に予算計上をする予定だという答弁も

ありましたので、私のほうからは、今回なぜ県立の通信高校の生徒たちが対象

から外されていたのかというところ、そもそもどういった形でバス・モノレー

ルの通学費支援の対象の生徒さんたちを決めたのか。その経緯を確認させてく

ださい。 
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〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 処理方針のほうでも、先ほど教育長からも述べさせていただいていますが、

県では令和２年度から子どもの貧困対策として、この事業を実施しているとこ

ろです。制度のスタートに当たってですね、様々な視点で対象者を検討する中

で、県立高等学校の通信課程に在籍している生徒については、週１回のスクー

リングで日常的に通学がないということで、これまで支援の対象外としている

ところでございます。 

 

〇喜友名智子委員 県立の通信制の子どもたち、生徒さんたちは、それぞれの

理由で通信制を選んだかとは思います。 

 ただ今回、今県がやっているこの令和２年度からの無料化という支援につい

ては、子どもの貧困対策から始まったという経緯を考えると、本来は日中は働

きながら学校に通いたいという生徒さんたちは、むしろ優先して支援の対象に

入るべきだったのではないかと思うんですね。この点は、考慮はされなかった

のでしょうか。 

 

〇大城司教育支援課長 はい、委員おっしゃるとおり、通信課程の生徒に関し

ましては、進学の意欲がありながらも様々な理由で全日制とか、また定時制の

ほうに進学できない生徒の方がいらっしゃるというふうには認識しておりま

す。ただ、通学支援につきましてはですね、先に子どもの貧困対策としてスタ

ートしておりまして、まずは全日、あと定時制に通っている生徒からまずスタ

ートしていくという形で始めさせていただいたところでございます。 

 今回、様々な理由を抱えているということは理解をしておりますので、通信

制の生徒のほうもですね、一定数遠方から通学している生徒等もいるというこ

とを確認できましたので、その辺はしっかり、また対応していきたいというふ

うに考えております。 

 

〇喜友名智子委員 ぜひお願いします。 

 処理方針を見ていますと、今申し述べた子どもの貧困対策として取り組んで

いたと。この後、令和５年度からは中間所得層までの生徒の通学費の一部補助

を行って、私立の学校、通信も入っているわけですよね。このときになぜ足元

の県教委が、実際に直接運営している県立の高等学校の子どもたちが、対象か

ら漏れてしまったのかというところが、やっぱり残念だなと思います。 

 県教委は、やっぱり県教委なんですから、県立の子どもたちを何よりも優先
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して見ていただきたいというところは、改めて要請をさせてください。 

 それからですね、もう一点。一般質問の答弁と、あと今の答弁にもありまし

たけれども、県立高等学校の通信制については週に１回のスクーリングなの

で、日常的に通学がないということを述べています。 

 ただ、実際にこの通信課程のパンフレットを見てみました。そうすると、通

信制の仕組みということで、学習の３本柱というものが述べられています。実

際的にはスクーリングに限らず、これが単位取得、卒業のためには必要だよね

と思っているんですけれども――この学習の３本柱、改めて述べていただけま

すか。 

 

〇大城司教育支援課長 申し訳ございません。ちょっと今手持ちはございませ

ん。 

 

〇喜友名智子委員 じゃ、私から述べます。これ、宜野湾高等学校の通信制課

程のパンフレットです。この中で、学習の３本柱として、まず答弁にもあった

スクーリング、これ週に１回日曜日の受講と書いています。それから、面接指

導と。もう一つが、レポートですね。郵送提出にはなっていますけれども、レ

ポートもあると。それからテストも行っていますと。この３つを含めて、実態

としての通学が週に何回程度、あるいは月に何回程度なのかというところも把

握はされていませんか。 

 

〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 我々のほうで生徒さんが週何回行くというのは、今確認はできていないとこ

ろでございます。 

 ただ今回、泊高校と宜野湾高校のほうにですね、一応、状況だけでもという

ふうに確認したところ、一定数、就職活動とか、進路活動とかですね、あとは

レポートのために図書館に来るという生徒が、一応一定数いるというふうには

お伺いしているんですが、その生徒が何回来ているとかまでは、確認はできて

いないところでございます。 

 

〇喜友名智子委員 全日制とか、ほぼ毎日学校に通う子たちは、定期券のほう

が補助が安いよねという、なんか想像はつきます。週１回だと、定期券で金額

で補助すると割高になるから、少し横に置いてしまったのかなと想像はしてい

るんですけれども、必要な交通費の補助というのは把握してやることはできる

かなとは思います。私の昔話ですみません。高校のときを振り返ると、学校と
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自宅が離れていました。どうやって通学していたかというと、行くときにはう

ちの親の車で、近所の同じ中学校出身の子を車に乗せて２人で通っていたんで

す。逆に、帰りは一緒に乗せていた子の親御さんが代わりに私のバス代を負担

してくれて、それでお互いに通学を助け合う形で通学をしていました。 

週に１回の登校であっても、やはりほかのところが無償化になっている中

で、何で自分たちだけが対象にならないんだろう、県立高校なのに、というと

ころは、やはり非常に課題の残る対応だったかなと思いますので、ぜひ予算化

に向けては、しっかりとしていただきたいと思います。 

 あと２つですね。32ページの陳情第92号、与那国島の住宅及び医療・福祉

等に関する陳情です。 

 特に、処理方針などに変更はなかったんですけれども、今朝の新聞を見ると

ですね、与那国の診療所で勤務しているお医者さんが、与那国の医療状況につ

いてもインタビューに答えられておりました。この中で、とても教育に関わる

なと思うことをおっしゃっていてですね、ぜひこの陳情と通じる課題があるの

ではないかと思って、現状と認識をお伺いしたいと思います。 

 与那国診療所に今いらっしゃるお医者さんが述べていることは、今は医療分

野が細分化されて、担当以外の診療を遠ざける医師が増えていると。医師のキ

ャリアにとって離島が不利に働くと。この点は私、保健医療介護部にも質疑を

したことがあります。この点は、ちょっと大学部分の教育に関わるかなと思い

ますので、参考程度で申し述べます。大事なことはですね、もう１件述べてお

られたことなんです。県出身者が赴任して、キャリア形成ができる診療所にな

れば、持続可能な医療体制が構築できると。要はそのどの離島においても島出

身のお医者さんって、実は少ないんですよね。これは与那国に限らず、例えば

久米島の公立病院でも、島出身の子どもたちのために看護師の奨学金を準備し

ても、なかなか出身の子どもたちが活用することが少ないという実態があっ

て、ぜひ県教委でも、キャリア教育いろいろ取り組んでいらっしゃるかと思い

ますけれども、島にとって必要な職種にどうやったら島出身の子どもたちが就

くようになるのかと。こういった視点でのキャリア教育も必要ではないかと思

いますけれども、現状どういうふうに県教委がキャリア教育に取り組んでいる

のか、お聞かせください。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 与那国町を含む、本県の離島・僻地においては、特性である僻地性、小規模

性、複式形態を生かして地域に根差した創意ある教育課程を編成実施し、主体

的で創造性豊かな児童生徒の育成に取り組んでおります。そのため、児童生徒
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の社会的自立を目指したキャリア教育の視点に基づいて、学習指導の充実を図

るとともに合同学習、集合学習、そして交流を積極的に推進して児童生徒の自

主性、社会性を育む教育が行われております。 

 以上です。 

 

〇喜友名智子委員 処理方針の中でも多様な個性、能力に応じた個別最適な教

育の機会とあって、離島というのは業種も仕事も限られますし、その中で子ど

もたちがより幅広い職業選択、未来を創る力ができるようにというところを意

識しているのは、大事なことだと思います。 

 一方で、その島に育った子どもたちの将来の設計像とはまた別に、各離島、

それからあるいは過疎地としてもどうしても必要な人材っているはずなんです

よね。特にお医者さん、医療人材というのは、必ずしも不安定な仕事ではない

と思います。一般的には所得も高くて、キャリアとしては、恐らく上のほうに

位置づけられるであろうという職種にもかかわらず、なぜ島出身の人がこうい

ったところを担う教育ができないのか。こういったところはやはり改めて考え

ていかないとですね、教育と島の将来がなかなかひもづかないという課題は、

残ったままだと思います。ぜひ、その島にとって、不可欠な人材をどうやっ

て、奨学金も含めて仕組みをつくって、勉強したら戻ってきてねという部分を

つくっていくのか。県立学校だからこそ取り組むべきところではないかなと思

いますけれども、こういったキャリアに特化したような、その島にとって必要

な職種に特化したキャリア教育の取組というところについて、今後の可能性と

いうのはないでしょうか。 

 

〇東哲宏学校人事課長 すみません、医療人材というわけではないんですけれ

ど、今教員につきましても特に離島の市町村において、腰を据えてされる人材

が少ないというのと、あと将来的には指導主事等ですね、指導クラスになる人

材等が最近少なくなっているという話も踏まえまして、今地域枠ということ

で、その離島で――例えば長期間赴任するということを条件にした採用枠とい

うのを今検討しているところです。まだ公表できる段階ではないんですけれど

も、今そういったものは教育委員会としては行っているところです。 

 

〇喜友名智子委員 何かそういうふうな取組があるというのは、１つの突破口

になると思いますので、成功のモデルケースをつくりながら業種を広げていっ

て、この島の将来必要な人材に、県教委もしっかりと貢献したといえる仕組み

をつくっていただきたいと思います。 
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 あと最後になりますけれども、８ページの陳情第88号、学校教育における

平和教育に関する陳情です。 

 処理方針などには、特段の変化はないんですけれども、公立の教育課程で平

和教育や、特に沖縄の場合には歴史教育ですね、この沖縄の歴史というのは、

学校教育の中で体系的に取り上げられていないという問題は、委員会でも何度

か質疑をしてきました。現状の取組とですね、体系的なカリキュラムの策定。

小中学校での教育課程で正式に取り入れること、この進捗がありましたら、お

尋ねいたします。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 お答えします。 

 平和教育ですね、学校の教育活動全体を通して行っていくというところで、

今進んでいるところでございます。カリキュラムにつきましては、地域ごと

に、やはりこの実相が異なっており、自分たちが住んでいる地域について、し

っかり学んでいくということを今中心にやっておりまして、沖縄県全体として

統一したカリキュラムという形には今至っておりませんが、各地域でしっかり

とその実相を基に平和について考えていけるように、各学校で取り組んでいる

ところでございます。 

 県教育委員会としても、指導の努力点の中にしっかりそれを位置づけて、各

地域でしっかりと平和教育について今進めているところです。 

 以上です。 

 

〇喜友名智子委員 今年は戦後80年ということで、西田参議院議員のひめゆ

り資料館に対する発言も問題になっていました。それから、石破総理は戦後

80年に寄せてという所感で、やっぱりこの歴史認識への課題を述べておられ

たわけです。 

 最近だとですね、あるバンドがひめゆり学徒隊の写真を加工してＳＮＳに上

げて、ライブをやっていたということも報じられて、本当、私もこれＳＮＳを

見ましたけれども、大日本帝国万歳と言いながらひめゆり学徒隊を取り上げて

いるという、もう倒錯も甚だしいと思っています。ただ、全体を見るとです

ね、この沖縄の歴史、沖縄の存在というものが、日本全国の一定数の人たちか

らは、ＳＮＳで消費するコンテンツであると。何か沖縄の歴史や平和にまつわ

ることを取り上げればですね、炎上して、あるいはＳＮＳで収益化ができると

いう流れがもうできてしまっているなという問題点を感じています。 

 慰霊の日に合わせてでしたかね、平和祈念公園でもあるライブが行われて、

やはり中身が問題だったと思います。そのときに、なぜこういうことが繰り返
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し発生してしまうのか。そして、沖縄で生きて、学ぶ子たちが、こういうこと

に将来どう向き合っていけばいいのかですね、自分たちの地域の歴史を認識し

ないと、こういったもろもろの現象にしっかりと論戦を張ることができない、

自分の意見を述べることができない、こういう危機感が非常に多かった１年だ

ったと思います。今、市町村ごとの実相が違うので、県として統一したものは

難しいという見解ではありましたけれども、だからこそ県が、沖縄県全体でど

うやって歴史教育をしていかなければいけないのか、それを学校教育の中で、

しっかり位置づけていくのかというところが大事だと思うんです。次年度以降

は、何か沖縄の平和教育、それから歴史教育も含めて、どう取り組んでいくの

かということは何か予定はありますか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 ありがとうございます。 

 今年度は戦後80周年の平和教育推進事業ということで、平和教育フォーラ

ムを教育委員会主催で開催させていただいています。その中で、生徒、保護

者、それからもちろん教職員、あと関係機関、これが一堂に会して平和教育に

ついて考える機会を持ちました。その中でもありましたが、過去の80年を振

り返るとともに、今後の教育の在り方、発信の仕方についても議論されており

ます。同時に、平和教育推進リーダー育成研修ということで、広島市の平和教

育プログラムを参考にしまして、講師を招いて、小・中・高、それから特別支

援学校の先生方を集めて授業のモデルづくりということで研修会を行いまし

た。それぞれの地域特性、それから児童生徒、高校生に至るまで発達段階に応

じた授業のモデルというのは、今大まかなものができ上がっております。 

 次年度以降は、それをしっかりと具体化して、各学校に下ろしていけるよう

な形の研修会を持続的に進めていくという計画でございます。 

 以上です。 

 

〇喜友名智子委員 戦後80年で節目ではありますけれども、ここから新たな

また踏ん張った取組が必要ではないかと思います。ぜひ頑張ってください。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉忍委員。 

 

〇比嘉忍委員 私のほうから新規２件と継続１件で、まず47ページ。 

 陳情第183号の部活動における県外遠征については、もう多くの委員のメン
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バーが質疑していただきましたので、私のほうからは１点だけですね。 

各支援されている市町村別の状況も資料として提供されますし、県として処

理方針を見させていただきますと支援の充実に努めてまいりますということ

で、陳情の願意に沿ってやるぞという意気込みを感じますが、しかし質疑を聞

いているとそういう感じではないものですから、ぜひですね願意のとおりにな

るように、等しく県立だろうが市町村立だろうが沖縄の我々の宝である子ども

たちのこのこうした部活動の支援等を充実していただきたいなと思っておりま

す。 

 それから実態調査という形、先ほど小渡委員がおっしゃっていましたけれど

も、答弁を求めなかったものですから、ぜひこの陳情の中にありますように全

国レベルを経験する機会を制限される高校生が増加している、この部分です

ね。大変なことになると思いますけれども、これを調べるというのは……。例

えば実施されている市町村で、予算がもう上限にきたのでできなかったとかで

すね、あるいは規定に合わなくてできなかったとかという部分を、まず実施さ

れている18市町村からでもよろしいですので、この陳情にあるように、支援

が受けられなくて、大会に出られなかったという実態の調査、把握をすべきだ

と思いますがいかがでしょうか。 

 

〇遠越学保健体育課長 18市町村で補助を行っているということであります

ので、その辺りの要綱等を確認したいということがございます。 

 また、実際に経済的な理由で行けなかったという生徒が、どの程度いるのか

というのはですね、調査をやるとしても一概には非常に難しい――子どもたち

の心情的な部分もありますので、そこはちょっと慎重にやらなければいけない

のかなというふうに考えております。 

 

〇比嘉忍委員 まずは18市町村からということですけれども、高体連とか団

体を通してでもですね、それぞれの保護者とか生徒にヒアリング調査するので

はなくて、把握している市町村、あるいはこの団体でですね、こういう大会が

あったけれど行けなかったというのはあると思うんですね。そういった部分を

拾い上げていく、それに加えて、予算額的にどれぐらいの補助が必要だったの

かというのもですね、今後やはり必要な把握、金額という観点からも必要にな

ってくると思いますので、その部分も踏まえて行っていただきたいと思います

がいかがですか。 

 

〇遠越学保健体育課長 県の高校体育連盟とは連携をしながらですね、そうい
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った実態がどの程度あるのか把握している部分でと、委員おっしゃるとおりに

なってしまうかと思うんですが、可能な限り、実態把握に努めていきたいとい

うふうに思います。 

 

〇比嘉忍委員 ありがとうございます。 

 続きまして、もう一点は43ページ。陳情令和７年第170号。 

 先ほど平良委員が質疑しました那覇市立神原小学校の校内自立支援室の維持

を求める陳情です。これも２つですね。継続していただきたいという趣旨なん

で、那覇市の教育委員会と意見交換を行いますということですが、この陳情の

趣旨にありますように継続していただくというような、これに特化した協議と

いうのは、那覇市とやって来たことがあるのか、それを踏まえてですね、先ほ

ど総数ですが790名余りということで、県としては、把握が厳しいかとは思う

んですけれど、この数で利用すべき生徒が実際に拾われているのかどうかはで

すね、情報として必要な数字ではないかなと思いますが、その辺、把握されて

いるのかということと、把握していなければ把握すべきだと思いますがいかが

でしょうか。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 不登校児童生徒全てについて、把握する必要があるかと思います。不登校児

童生徒においては校内自立支援室、授業もありますし市町村が運営する校外の

教育支援センター、または校内自立支援室ではないんですけれども、学校独自

で行っている別室等での支援とか、いろんな形がありますので、それを再度し

っかり調査して、１人残らず支援できるように努めていきたいと思います。 

 モデル事業についておおむね２年というところで、今年、神原小学校に関し

ては４年目ということになります。昨年度も、いろんな状況等那覇市教育委員

会と情報共有しながら、３年目が行われました。そして今年、４年目というと

ころになるんですけれども、引き続きそういった件に関しましては、那覇市教

育委員会としっかり話合いを持って連携して取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 

〇比嘉忍委員 そこなんですよね、モデルとして市町村の取組を促すという形

で２年、それが３年、４年となったということは、市として単独でやり切れな

いから、モデル事業を延ばしてくれという感じなのか。あるいはほかの観点が

あるのか。４年目を終えて、那覇市としてはそこに特化して継続的なとか、現

時点でこうした方向性というのが今見えているのかどうか教えてください。 
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〇新城高広義務教育課長 国においては、国庫補助事業として校内支援センタ

ー等も令和７年度から始まっておりますので、そういったところもしっかり市

町村、那覇市も含めて提示しながら、また一緒に調整していければと思ってい

ます。 

 

〇比嘉忍委員 必要とされている生徒が、確実に拾われるような形になってい

ただきたいということと。やはりこういった陳情が上がってくるということ

は、学校は特化されていますけれども、確実に継続してやっていただきたいと

いう切なる思いでありますので、この願意に沿うような形の展開になれるよう

に、県としてリーダーシップを持って対応していただきたいなと思います。 

 最後の１つは、28ページの第71号の３。辺土名高校学寮の陳情でございま

すが、これも去る議会の代表質問、一般質問等でも答弁がありましたけれど

も、令和６年度において移動式の壁を設置したという状況において、寮に入る

べき生徒が入れたのか、そうではなかったのかということと。今、また学校や

地元自治体と意見交換しておりますということになっておりますが、今年度の

状況について、答弁をお願いします。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 お答えします。 

 まず、今年度入寮できなかった６名についてこの壁を移動したりとか、そう

いうものによって入れたかということなんですけれども、それは今入れていな

いです。 

 次年度に向けて、入れなかった生徒たちの希望によって、２年生になったと

きには優先的に入れるようにしますので、今その希望を聞いているところで

す。 

 ここ３年ほど入寮できない生徒が６名前後出てきておりますので、それに向

けて早急に移動式の壁の完成、それから空室の有効利用ということで作業等を

進めているところです。 

 以上です。 

 

〇比嘉忍委員 現在で６名いらっしゃるということで、次年度になりますと卒

業生もおりますが、どれぐらい寮を出て、また新入生の入寮希望者もあるかと

思いますけれども、極力、今の状況が起きないような形で、やはり負担――名

護から通っている生徒もいらっしゃると聞きますので、保護者の方が送れる分

にはいいんですけれど、またバスで通学したりとかという部分も出てきたりす
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ると思いますので、時間的なハンディも背負うことにもなります。寮に住めれ

ばですね、その分、部活や勉学に励める――名護からですと多分、往復で１時

間半ぐらいはかかると思います、バスとかですね。そういった観点からも、ハ

ンディキャップを背負うという形になりますので、ぜひ学校とも連携しなが

ら、希望の生徒が全員入れるような状況にしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 米須清一郎委員。 

 

○米須清一郎委員 ２件ほどあります。まず、44ページ、陳情第173号。 

 沖縄県立高校通信制課程の通学費支援。先ほどの質疑もありましたけれど

も、やはり整理として厳しいのではないかなと。先ほどの質疑のとおりで、や

らない理由があるのかというふうにしか取れない。週に１回程度でも通うわけ

ですよね。その説明って、やらない理由にはなかなかならないよねと思います

し、実際にまた私学では通信制も対象にしているということでしたか。 

 

〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 私立の通信制高等学校については、通学コース１日以上の生徒さんについて

は、対象にしているというふうに聞いております。 

 

〇米須清一郎委員 ちょっと理解できていないんですけれども、結果的に私学

の通信制では、対象にしているところがあるという理解でいいですか。 

 

〇大城司教育支援課長 支援の対象というふうに聞いております。 

 

〇米須清一郎委員 もう本当に説明になっていないと思うんですよ。なぜ対象

にしないのかなと。通う以上はですね、週１回でも何日でもいいわけですよ。

実際にこれ補助対象にしようとしたときは、申請なのか、学生から出してもら

って、それを基に支給するという意味では、今対象にしている生徒さんと変わ

らないんですよね、やり方は。 

 

〇大城司教育支援課長 現在行っている生徒さん、もしくは保護者の方から申

請いただいて、その上で要件がございますので、審査を経て支援という形にな

るのは、一緒でございます。 
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〇米須清一郎委員 要するに、やらない理由もないし、広く対象にすべきだ

し、やる上でのハードルがあるわけでもないしというふうに理解しています。

だから、この事業、支援の趣旨、その生徒の通学のため、生活のためも含めて

ですね、公平性ですよ。今のこの物価高の状況。延ばせば延ばすほど本当にお

かしいと思うんですけれど、すぐやったほうがいいんじゃないですか。できる

んじゃないですか。生徒の希望を聞いた感じからして、既存の予算の中ででき

るんじゃないですか。 

 

〇大城司教育支援課長 この事業につきましてはですね、専用のオキカの定期

券の配付を行っているんですが、これに関しましては、ある程度期間をどうし

ても要するので、今から周知をして申請、審査、また発行会社への発行依頼、

また配付という形になると、相応の時間がかかってしまいますので、この辺に

ついては先ほど申し上げたように、次年度から取り組んでいくように、今調整

しているところでございます。 

 

〇米須清一郎委員 これはあくまで要望ですので、実施する上でしっかりした

形でやらないといけないでしょうし、できるだけ早い実施をお願いしたいと思

います。 

 次、もう一件ですね。42ページ陳情第141号、各教育事務所に健康管理室の

設置を求める陳情です。 

この陳情に関連すると思ってお聞きするんですが、県と那覇市でモデル事業

としてやっている事業は今年度までと理解していますけれども、そのあとどう

やっていくか。県全体に広げていくという方針を持っていると思うんですけれ

ども、この陳情も関係してくるのではないかと思っているんですが、県として

41市町村に業務改善、そしてそれに伴う健康管理ですね、どのように次年度

から進めていくかをお聞かせください。 

 

〇上江洲寿働き方改革推進課長 今委員御指摘のとおり、那覇市のモデル事業

は３年間ということで、令和５年度、６年度、７年度、今年度最終年度を迎え

ます。 

我々としましても、国のほうの事業が３年間という想定でスタートしました

ので、この３年間でしっかり市町村立学校の労働安全衛生管理、メンタルヘル

ス対策等をしっかり那覇市さんと協働してですね、モデル事業を実施してきた

ところであります。 
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来年度からは、いよいよ那覇市の事業をどう展開していくかというところの

フェーズに入ってくるところではあるんですが、実はもう来年度を待たずに今

年度からですね、市町村教育委員会と、あと教育事務所と一緒に労働安全衛生

管理の活性化会議というのを立ち上げました。既に７月にまず第１回会議とし

て、各地区が教育事務所単位で６地区ありますけれども、地区ごとに市町村の

担当者と対面とオンラインをつないで、教職員のメンタルヘルスに対する労働

安全衛生管理について、いろいろ協議、情報提供を行いました。 

 続いて、11月には第２回ということで41市町村とオンラインの会議を早速

やりました。今回、市町村のほうからも、やはりこういう会議があっていろん

なことが共有できるとありがたいとかですね、次年度以降も継続してほしい、

いろんな取組を横展開するには、いい機会になったという要望、感想等をいた

だいているところです。次年度もこの活性化会議を中心にまた教育事務所とも

連携しながらですね、市町村の取組の活性化を図っていきたいと考えていると

ころです。 

 以上になります。 

 

〇米須清一郎委員 これ前にも取り上げて、会議をやるというお話だったと思

います。いいことだと思います。県と市町村と共有して41市町村の状況も把

握しながら、県の考えも伝えていくというところでいいと思うんですけれど

も、実際にはもう運用の段階ではないですか。業務改善と健康管理というの

は。たまに集まってというのも大事ですけれども、日々行われていくものです

よね。モデル事業を踏まえて、こういう成果がありました、こういう取組をし

ました、こういうのは推奨しますみたいなことを紙で、会議で口頭で41市町

村に伝えて終わりといってもですね。41市町村って、もういろんな状況があ

りますよね。小さい町村もあります。普段の教職員の相談、何かあって休んで

しまった場合の相談、復職するときの対応について、それぞれでやってくださ

いということなんでしょうか。県としてのその実施の体制づくりというのはな

いんでしょうか。 

 

〇上江洲寿働き方改革推進課長 委員、御指摘のとおり41市町村、いろんな

状況があろうかと思います。今回まず労働安全の活性化会議を立ち上げたとこ

ろで、２回ほど会議を行ったんですけれども、そのあと随時――例えばです

ね、個別の案件とか相談があればもちろん県のほうにも問合せや質問とかを、

市町村、離島からもこういうことでちょっと情報ないですかという相談を受け

たりして、個別の対応は実は以前になかったような状況で、我々今、対応して
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いるところです。 

 また、各市町村立学校で不調者が出たときの対応につきましては、基本的に

は市町村教育委員会が服務監督者になりますが、市町村教育委員会を主とし

て、あと県内６つの教育事務所がありますので、教育事務所と連携しながら、

そしてまた教育事務所のほうにも我々が一緒にサポートしながらという形で、

県、担当課、教育事務所、市町村教育委員会３つでですね、いろいろ情報交換

をしながら、支援等努めていきたいと考えているとこです。 

 以上になります。 

 

〇米須清一郎委員 41市町村で何百という学校があって、いろんなお話があ

ると思うんですよ。これまでもあるんでしょうけれども、そのモデル事業でや

って思ったことを広げるということはないんでしょうか、元に戻る感じです

か。モデル事業がなくなったら、本庁と各教育事務所の元の体制のままに、個

別の対応もしていくと、そういうことなんですか。 

 

〇上江洲寿働き方改革推進課長 体制として、県で何か新しい組織が立ち上が

るということはございません。ただこの３年間取り組んできたモデル事業自体

が――我々の事業は市町村立学校の労働安全衛生管理、教職員のメンタル対策

をどう取り組めば活性化したり、先生方が安心して働ける職場づくりになるか

というのを、それぞれ市町村が各々の役割と責任に基づいてできるような、持

続可能なモデルを形成していくための事業ですので、来年度令和８年度以降は

那覇市さんは、それこそ自走していただく形になります。この那覇市の成果

を、また他の市町村にも展開して、他の市町村の実情に応じて取り組めるとこ

ろ、取り組めないところは、またアレンジしたりというところになるので、そ

ういったところは個別の相談を受けたりという対応になろうかと考えていま

す。 

 以上です。 

 

〇米須清一郎委員 その相談のところでですね、専門職的な対応もモデル事業

ではやっていると思うんですけれども、保健師さんとかでしたかね、そのモデ

ル事業後は、那覇市はもう独自でやっていく、ほかの41市町村は、専門的な

相談を含めて、それぞれでやってくださいと、そういうことなんでしょうか。 

 

〇上江洲寿働き方改革推進課長 那覇市と今回モデル事業をやって、非常にい

い連携、協働関係をつくることができました。那覇市のほう来年度以降は――
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教育委員会の保健師が、令和６年度に１人配置になったんですが、そこを拡充

していく方向で自走していくことを今取り組んでいるというお話を伺っていま

す。 

他の市町村におきましても、那覇市さんのモデルを見て、保健師等の保健ス

タッフを配置し始めている市町村が出てきているところもあります。ただ、な

かなか町村によっては厳しいところもあるので、そういったところはやはり教

育事務所だったり、我々県教委が支援しながらですね、41市町村の実情に応

じた取組というのを活性化させていきたいと考えているところです。 

 以上になります。 

 

〇米須清一郎委員 今の御説明のとおりですね、41市町村全部が専門職を配

置してというのは難しいのではないかという中で、県がサポートしていくと。

それは本庁だったり、各教育事務所だったり、そのための看護師等の配置があ

るわけではないんだけれども、41市町村全てを県がサポートしていくという

ことでよろしいですか。ちょっとくどいですけれど……。 

 

〇上江洲寿働き方改革推進課長 委員、今おっしゃるように専門職の配置とい

うのは、なかなか難しいところはあろうかと思いますが、やはり市町村立学校

の先生方も、我々同じ教職員ですので、先生方が沖縄県のどこの職場に行って

も安心・安全で働けるような職場づくりのために、我々引き続き市町村と連

携、強化していかないといけないと考えているとこです。 

 以上です。 

 

〇米須清一郎委員 もうやっていらっしゃるとは思うんですけれども、モデル

事業でやったことを踏まえて、41市町村、それぞれ主体となるんでしょうけ

れども、それぞれ任せにしないでですね、あと学校の問題とするのではなく

て、県が教育事務所含めて、しっかり全体のサポートをし続けてほしいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○新垣新委員長 休憩いたします。 

 

   午前11時58分休憩 

   午後１時40分再開 

 

○新垣新委員長 再開いたします。 
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 午前に引き続き、質疑を行います。 

 新里匠委員。 

 

○新里匠委員 まずですね、27ページの教職員の人材確保についてでありま

すけれども、処理方針の中でですね、結・ＵＩ特別選考試験を実施したという

ような追加の方針がありますけれども、この試験結果についてですね、確認を

したいんですけれども、よろしくお願いします。 

 

〇東哲宏学校人事課長 結・ＵＩ特別選考の県外での実施ということで、今年

度東京都で実施したところでございます。実施した結果としましては、東京都

で28名の方が受験されております。沖縄でも実施していますので、合計で

58名が受験しておりまして、うち48名につきまして合格を出しております。 

 以上です。 

 

○新垣新委員長  休憩いたします。 

 

   （休憩中に、新里委員から受験者は東京で28名、沖縄で30名のトータ

ル58名のうち、合格者が 48名だったということかとの確認があっ

た。） 

 

○新里匠委員  再開いたします。 

 東哲宏学校人事課長。 

 

〇東哲宏学校人事課長 はい、おっしゃるとおりです。 

 合計で、48名ということです。 

 

○新里匠委員 これ何割ぐらいですか、全体の採用の中の。 

 

〇東哲宏学校人事課長 今年度実施しました教員採用試験の全ての合格者数が

605名となっておりますので、48名ですと約7.9％ぐらいになります。 

 

○新里匠委員 ありがとうございます。以前質問したので、どれぐらいなのか

なという確認をしました。 

 次ですね、28ページなんですけれども、辺土名高校学寮の定員を増員する

ために、増築、または新築することとありますけれども、その処理方針の中
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で、今後地域外からの志願状況の推移を注視し、とありますけれども、今の現

況、生徒の人数構成、例えば地元が何人、地元外で県内、県外何人ずつという

のは把握しておられますか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長  令和７年５月１日現在ですが、まず県外から

14名、離島から２名、本島北部から３名、本島中南部から 31名の出身者が

今、入寮しております。 

 

○新里匠委員 この中南部というのはですね、普通科と、この自然環境科があ

る中でですね、どちらのほうに自然環境なのかなと思うんですけれど、実態は

どうなんですか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 お答えします。 

 まず、辺土名高校は普通科１クラス、自然環境科１クラスでございます。自

然環境科は専門学科でありますので、校区は全県区になります。普通科は、地

域のほうが学区になっております。 

自然環境科の内訳ですが、現在１年生ですね、34名入っていまして、その

中で国頭出身が９名、中南部から16名、離島はいなくて、県外から９名入っ

てきております。 

  以上です。 

 

○新里匠委員 この辺土名高校というのは、教育委員会が認識している中でで

すね、県内の高校の中でどういった学校なのでしょうか、立ち位置といいます

か、高校はたくさんあると思うんですけれども、そのうちの１校なのか、また

は別の意味合いがあるのか、ちょっと教えてください。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 県立学校の１つではもちろんあるんですけれど

も、立地がヤンバルのきれいな自然環境の中で、唯一の県立高校として自然科

学科を置いている専門学科を置いている学校ですので、県教育委員会としても

非常にそこで学べる生徒たちがかなり多くなるということについては、応援し

たいと考えています。 

 以上です。 

 

○新里匠委員 ずっと高校再編計画の中で名護高校を分校にするだとか、いろ

んな変遷を経てきていると思うんです。この自然環境の中での学びというとこ
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ろにですね、相当、僕は注目するべきだと思っていて、実際にこの学校を残し

ていくことによって、このヤンバルの自然に対して守っていくだとか関心を広

めるだとか、そういう人材をつくっていく学校なんだというところがやはり明

確にあるのであれば、この学校は残していくんだ、そして、その役割として未

来に活躍できる人材をつくるという部分をですね、しっかりとプランとして持

って、それに対する支援をやっていくべきだなと思っているんですけれども、

そこについてはどうですか。この再編計画も含めて、ちょっとお答えいただけ

ればと思います。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 過去に再編計画で名前が挙がったことについては

承知はしておりますが、喫緊でいいますと令和４年に自然環境科というふうに

名前が変わりまして、その前は環境科という名前だったんですけれど、自然が

ついただけで大きく印象が変わりまして、といいますのは、沖縄の北部のこの

自然を、この国頭の地元のことを学べるんだということがメッセージとして広

まったと考えております。 

 今40名の定員にまだ40名達していない状況はありますので、今後ともさら

に増やしていくということと、最近民放の番組で学校が取り上げられて、そこ

で学べることのすばらしさとか県外にも伝わっておりますので、そういったと

ころからも学校としては、しっかりと人材を育成して、子どもたちに自分たち

の自然を守ることの大事さであるとか、それを守り続けていくことについて今

後どうしていったらいいのか子どもたちが研究をし、発信してきておりますの

で、それを応援したいと考えております。 

 

○新里匠委員 その番組、多分僕も見たんですよ。海士町かどこかの生徒と交

換をしたというところだったかなと思うんですけれど、どうでしたか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 特定の番組でしたけれども、東京都出身の女子生

徒と、それから辺土名高校に通っている離島出身の寮に入っている女の子が、

交換留学をするというような体験の番組だったと記憶しております。 

 

○新里匠委員 思い出しました、そうでした。その番組、一民放の番組がやっ

たとは言え、その影響はですね、多分、確実に出てくるかなと思っていて、来

年の入学というのは、願書の受付が始まっていますか。これの影響が出てくる

ものと思うんですけれども、そこについてその対応策は考えているかお伺いし

ます。 
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〇屋良淳県立学校教育課長 先ほど申し上げましたように、まだ定員の40名

を満たしているかといえば、まだ空きがある状態ですが、県外からも、もしか

したら希望者が来るであろうということについては、学校側も、それから教育

委員会側も予想をしながら、どのような入学者の状況になるかというのは、今

注視しているところです。県外から来るとなると、辺土名高校の寮の規定から

しても、通学困難で距離が遠いところを優先に入れていくというような寮の規

定もございますので、学科としては、生徒が増えてくることが望ましいこと

で、それを応援していきますが、一方で、寮の箱というところについては、急

激にそう増築することはできないので、中身の工夫というところで現在進めて

いるところであります。 

 以上です。 

 

○新里匠委員 最初に言ったんですけれども、この学校をどういった立ち位置

の学校にするかという部分で、やはり対応するべきかなと思っています。 

先ほど喜友名委員だったかな、この教育という部分とその地域とかとのつな

がりは、これまでは人が多くてマネジメントしなくても、その産業を守るとい

うような――例えば医療、教育を守るような人材って、振り分けられていたか

もしれないですけれども、そういうことが難しくなっていく中で教育委員会、

教員を採用する側のマネジメントというのは、やはり重要になってくると思っ

ております。こういう部分についてですね教育長、見解を伺います。 

 

〇半嶺満教育長 まず、学校はですね、校長を中心にして、魅力ある学校づく

り、先生方が一丸となって取り組んでいるわけです。学校をどういうふうな方

向性で進めていくか、学校のスクールミッションでありましたり、スクールポ

リシーをしっかりと話をし、地域の皆さんの意見を聞きながら設定をして取り

組んでいるところでありまして、まさに辺土名高校はですね、学校をつくるに

当たっては地域の産業であったり、地域の自然であったりと、あるいは地域の

要望を踏まえて、学校は方向性を定めていくわけです。 

御指摘のとおり辺土名高校についてはですね、豊かな自然がございます。そ

ういう中で、自然環境学科を設立し、やはりヤンバルのこの自然をですね、し

っかりと研究しながら将来的には環境問題を考えていく人材、あるいは地域に

貢献していく人材、それを育成していくというふうに我々は理解しておりまし

て、まさに今様々なところで発信をしておりますし、注目をされている学校で

もあると思いますので、その視点をしっかり踏まえてですね、我々、教育委員
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会としても支援をしてまいりたいと思います。 

 

○新里匠委員 言うまでもなく、世界自然遺産に登録をされているというとこ

ろでですね、やはりそれを守っていく人材の育成という観点は大事だと思って

いるので、しっかりとやっていただきたいんですけれども、これを踏まえてで

すね、再度この定員増員のために増築、新築について、どれぐらいの意気込み

があるのかなというのをお伺いいたします。 

 

〇半嶺満教育長 処理方針にもございますが、やはりまず、寮をしっかりとニ

ーズに基づいて運営していくと、そういう視点がまず大事であろうと思いま

す。そういう意味では、注目を浴びている学科でもあります、学校でもありま

すけれども、やはり今後どういうふうな希望者が出てくるのか、人数も含めて

ですね、そういったものもしっかりと踏まえながら、将来的には増改築だと

か、そういうふうな方向性も検討することが必要になってくることもあると思

いますので、しっかりと推移を見ながら対応をしていきたいと思います。 

 

○新里匠委員 僕ですね、こういう学校については思い入れがありまして、僕

もなくなった伊良部高校の出身であります。最後は１人、２人という、入学希

望者しかいませんでした。けれども、この学校が――例えば特色のある学科、

運営をしていればですね、この学校を残せたのではないかなと。学校を残すこ

とによって、地域が残っていくことにもつながる。もちろん少子化の中で、学

校運営とか、教師が足りないとか、そういうものについては、やはり理解はし

ますけれども、学校というのは単なる学校ではなくてですね、地域の思いが入

っているところでありますし、ましてやヤンバルの自然がかかっているという

部分についてはですね、特段の配慮をしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

〇半嶺満教育長 全ての学校においてですね、それぞれがしっかりと学校の目

標を持ちながら取り組んでいるというふうに思います。そのような学校の中の

辺土名高校も１つでありまして、やはり辺土名高校も地域に根差した学校とし

て今努力を続けている学校でありますので、しっかりと我々も連携しながら支

援をしていきたいと思います。 

 

○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 西銘純恵委員。 
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〇西銘純恵委員 最初に８ページの陳情令和６年第88号、学校教育における

平和教育に関する陳情の質疑を行います。 

 今ですね、平和教育というのはとても重要になっていると思っていて、高市

首相が台湾有事発言をしたことでね、本当に県民は沖縄がまた戦場になるので

はないかと、とても不安を抱えています。 

沖縄の平和学習の推進と次世代への継承、これが21世紀ビジョンに掲げら

れて進めているということを先ほども答弁なさっていますが、私は平和教育、

歴史、人権、あわせて体系的な年齢に応じてカリキュラムを組んでいくとい

う、この意見について最初に質疑したいと思います。取組を伺います。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 委員、おっしゃるように、まず沖縄戦の実相、そ

れから教訓、これを次世代に正しく伝えることが課題であるという認識であり

ます。その文言についても、指導の努力点の中にしっかりと盛り込んで、各学

校で取り組んでもらっているところであります。 

統一のカリキュラム等につきましては――例えば６月23日を迎える前に必ず

全学校で平和について、基本的な知識であったり、こういうことがあったとい

うような史実については、各学校で学んでおります。これは全県統一でありま

す。それを踏まえながら、各地域の実相はどうであったのかということを年間

を通じて、学んでいくという仕組みになっております。 

 委員、御指摘のように――例えば、平和教育についての話なんだけれども、

中身によっては、それから講話する外部の方の専門によっては、人権の観点か

らそれをしっかりと切り取って深めて、生徒たちがそれを学んでいるというよ

うな状況もございますので、平和教育の観点、それから人権教育の観点、人と

しての様々な在り方みたいなものをしっかりと絡めながら、今後も進めてまい

りたいと思っております。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 体系的な学習というのは、記事項２で平和研究者等と連携と

かありますけれども、そのことについては、いろいろ交流して進めてこられた

んでしょうか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 まず、基本的に講師としてどの方を呼ぶとか、そ

ういうのは各学校に任されておりますけれども、どういった内容を各学校で落

とし込んでいくのかということについては、しっかりと関係機関等と連携を取
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りながら、あとは人材の確保ですね、そういったところも様々なところから、

御助言をいただきながら進めてきました。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 教員の指導力の向上、とても重要になってくると思うんです

よね。そこについてもいかがでしょうか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 今後、先生方のほうにも、もちろん戦争の体験、

史実を直接知っているという先生方もいないわけでございますので、そこにつ

いては、しっかりと力をつけていく、スキルアップをきちんと進めていくとい

うことは、非常に大事だと思っております。 

ただ今、高校生の動きとしてですね、先生方と一緒に学びながら高校生なり

の新しい平和の在り方についての発信というものが、独自に進んできておりま

して、そこも教育委員会としても、非常によい取組だな、たくましいなと思い

ながら見ておりますので、その辺の応援もしながら先生方と一緒に進めていき

たいと思っております。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 平和教育、本当に重要な部分になるので、歴史を含めてです

ね前進させていただきたいと思います。 

 それでは、９ページの陳情令和６年第127号、沖縄県立高等学校における沖

縄らしい共に学ぶ権利の保障を求める陳情。 

 ゆい教室についてなんですけれども、県の取組について調査研究報告がまと

められたということなんですが、その内容について、成果、そして新たな課題

があるのかを含めてお尋ねします。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 まず、この調査研究については、ゆい教室につい

ては、中重度の知的障がいのある生徒と高等学校との交流、これをどのような

形で進めていくかというところがコンセプトにございます。 

 課題としましては、その高校の教育課程の中で一緒にできる授業がどれだけ

あるのか、それから新しい連携の形、交流の形としてどういうものがあるのか

というのは、研究しながら今やっているところでございます。 

 今現在の成果としましては、卒業生も出ました。例えば今真和志高校に設置

しておりますけれども、真和志高校の生徒のほうからも非常にこの多様性、包

み込むような非常に温かい言葉ももらっておりますし。また現実的には、声を
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かけたけど返事してもらえなかったんだけれど、これってどういうことなのと

か、そういう現実に接した言葉もありますが、そういうことも含めて、お互い

に学び合っている状況が見られておりますので、それが現時点での成果といい

ますか、研究の途中の状況でございます。 

 

〇西銘純恵委員 陳情者、教育委員会もちゃんと認識は一致していると思うん

ですけれど、障がいのあるなしにかかわらず様々な背景を持つ生徒たちがお互

いに関わり合い、学びながら安心して成長できる環境を整備するために設置し

たものというのが、ゆい教室ですよね。成果は出ているけれども、もう何年た

っていいますか。そして、今そこに通っている生徒って何名でしょうか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 設置して４年目になります。今現在在籍している

のは、各学年に１人ずつの３名となっております。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 高校生そのものも、設置をされているゆい教室も双方がお互

いにインクルーシブで育っていくということで、今重度という話をされたの

で、知的障がい――一人ずつしかいないということですが、このゆい教室を県

内でもっと受入れをするというのは、どのような手だてをしていますか。当事

者がそこに通いたいということでしかできない事業だとは思うんですけれど

も、受入れを広げるということについては何か取組をやっていますか。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 まず、ゆい教室の仕組み自体が、高校の中にその

教室は置きますが、教育課程としては特別支援学校の教育課程を使いますの

で、特別支援学校の入学の状況に応じた方法で入ってきます。 

 具体的には、志願前相談をしっかり受けてやるということになります。志願

前相談ですので、将来的にこのゆい教室に通いたいという意思表示のある生徒

さんについては、事前にその話がありますので、そういったところでこのニー

ズに応じながら対応していくということになろうかと思います。 

 

〇西銘純恵委員 人数を受入れる余地は、まだあるということでよろしいです

か。 

 

〇屋良淳県立学校教育課長 もちろんその上限等はございますが、今現在３名

在籍していると申し上げましたが、前年度は４名とか５名とかでしたので、人
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数の受入れについては、若干可能かと思います。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 次、42ページの陳情令和７年第141号、各教育事務所に健康

管理室の設置を求める陳情。 

 米須委員も質疑していましたけれど、私も陳情者が健康管理室を教育事務所

ごとに設置してほしいというものには、ちょっと答えていないのではないか。

各教育事務所がありますよと、おっしゃったけれども、教育事務所って、今の

時期、病気休暇とかの先生探しでとても多忙なところではないのかなと、業務

そのものがね。だから、今、先生方のそういう健康管理をということになった

ら、やっぱり係を置くとかね、きちんと役割としてやらないと、これから拡充

する業務になるので難しいのではないかと思うんですけれども、健康管理室に

ついて取組はどうでしょうか。 

 

〇上江洲寿働き方改革推進課長 先ほどもいろいろ意見を述べさせていただき

ましたが、我々今年度から41市町村と労安活性化会議を立ち上げているとこ

ろで、今まさに顔と顔を合わせながら、各地域の状況等も把握しているところ

でございます。 

 今後また、委員、今、御指摘のように拡充していかなければならないという

ことでもありますが、現時点では現行の体制で今進めてはいきますが、市町村

とのパイプはしっかり保ったままですね、また、取組を充実させていくので、

今後もそのような状況が出てきたときに、検討していく可能性もあろうかと考

えております。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 頑張ってください。 

 それでは、次の43ページの陳情令和７年第170号、那覇市立神原小学校の校

内自立支援室の維持を求める陳情について。 

校内自立支援室は県が設置をして、文科省が進めているのがありますとおっ

しゃったんですが、文科省の考え方というのは、いつからどのような補助で教

室をつくっていくというのか。全ての学校に教室がつくれるという状況になる

のか、そこからお尋ねします。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 国庫の補助事業となりますけれども、校内教育支援センターという事業があ
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りまして、そこに関しては、国、県、市町村が３分の１の事業になりますけれ

ども、全てのということではなく市町村との調整ということになるかと思いま

す。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 私も同感なんですけれど、校内自立支援室は一部の児童のた

めだけの特別な場所ではない。どの子も安心して学校生活を送るための居場所

であり、環境や人間関係などの変化で一時的に教室に入ることが難しくなる児

童にとって、教室以外の居場所となる支援室があることは、不登校を防ぐ重要

な役割を持っていると。実際、支援室がないところでは、校長室とか図書室と

か保健室とか、いろんなところを使って、でも専任の方がいないわけですよ

ね、校長室とかというのは。そういう意味では、校門から入ることはできるけ

れども、教室に入れないというその不安ですよね。その話を聞いて、居場所を

つくるのが、私、支援室だと思っているので、文科省の進めているその支援セ

ンターって、さっき３分の１事業と言っていたけれども、この神原小学校が県

内で一番早くできましたか。そして、県が独自に今54校ですか、つくってい

るのは。多分まだ文科省の事業の前の部分が入っているわけですよね。県とし

ても２年間のモデル事業を終わったら各学校で自走してほしいという立場は、

一緒なんですか。 

 

〇新城高広義務教育課長 本事業は令和４年度から始まっておりますけれど

も、その時の要綱にモデル事業でおおむね２年の実施ということがありますけ

れども、今３年以上実施されている学校もあります。そこら辺については、い

ろいろ不登校の増減ですとか、あと問題行動等ですとか、いろんなものを総合

的に考えていただいてですね、そこは市町村教育委員会としっかりまた連携し

て、検討していきたいと考えております。 

 

〇西銘純恵委員 地域によってですね、都市部は確かに不登校が多いというの

か、なかなか厳しい子どもにとっての環境だと思うし、離島とか小規模のとこ

ろはそういうことでもなく地域で支えるというのもあるのかなと思いますの

で、ぜひ継続を要望されているというものを頑張って支援をする立場でやって

ほしいと思いますがいかがですか。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 この校内自立支援室事業については、先ほど答弁させていただきましたが、
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21市町村54校ということなんですけれども、そこがモデル事業として自走し

ていただくということに関しましては、まず現在ですね、令和７年度に関して

は、７市町村19校が自走しているという状況ですので、そういった自走につ

いてもまた一緒に、市町村教育委員会と一緒に考えていければなと思っていま

す。 

 以上です。 

 

〇西銘純恵委員 これが子どもたちの状況を改善できる大事な事業になれば、

もちろん市町村も自力でできるということでやらなくてはいけないと思います

から、ぜひ協力してやっていただきたいと思います。 

 それでは、陳情令和７年第183号、46ページ。高校生の部活動の遠征費につ

いて。 

 皆さん質疑をしていますけれど、私、全国レベルを経験するこの機会という

のが生徒の成長を促す機会として、もう最大限に支援できないのかなと思って

考えています。 

 それでお尋ねしたいのは、大会の在り方、さっきはいろんな大会があると言

いましたけれど、全国大会というのは国が関与しているものですか。財政支

援、予算はどうなんでしょうか。 

 

〇遠越学保健体育課長 全国大会におきましては、例えば高体連でありますと

か、中学校であれば中体連でありますとか、それぞれ協会の主催の大会であり

ますので、国が財政的な支援をしているのかと言いますと、必ずしもそうでは

ないというふうに思います。 

 

〇西銘純恵委員 これ、高校教育ということになっているけれども、これから

の社会を支える子どもたちをどう伸ばすかということであれば、これ文科省に

なりますか、全国大会のちゃんとそういう予算も持ってくれということも併せ

て、教育委員会は要求すべきではないかなと思います。 

 そして、県も必要な部分は拡充していくという立場に立つべきだと思うし、

九州大会は九州の知事会になりますか、そこで各都道府県から一定の大会の開

催費として出しましょうとかということは、やっていいのではないかと思うの

ですがいかがですか。 

 

〇遠越学保健体育課長 それぞれの大会によって異なると思いますが、例えば

都道府県が後援に入っていたり、都道府県教育委員会が後援に入っていたりと
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いうことで、大会運営に関わる経費について、一部補助をしているといったも

のもありますが、なかなかその派遣費のところまで補助というのは、競技団体

によっても異なるところはありますので、その辺は一律には申し上げられない

んですが、まずは県としてどのように拡充していけるのかということをしっか

りやっていきたいというふうに思います。 

 

〇西銘純恵委員 とりわけ沖縄は海を渡ってしか行けないという不利性がある

ので、沖縄から声を上げないと、なかなか理解できないと思うんですよ。だか

ら沖縄に対しては、どれだけの補助とか明確に要求もするということは大事だ

と思いますので、そこも含めてやっていけたらなと思いますがいかがですか。 

 

〇遠越学保健体育課長 それぞれの大会の主催者の実情等もあると思いますの

で、機会を見ながらそのような形ができるのかということをまた研究してまい

りたいと思います。 

 

〇西銘純恵委員 44ページ、陳情令和７年第173号、沖縄県立高等学校通信制

課程の生徒もバス・モノレール通学費支援の対象にすることを求める陳情です

が、64名の皆さんがまだできていないという、特定されている人数がありま

すよね。 

これさっき聞いていたら、専用の定期券のための事務手続で時間がかかるか

らすぐにはできないという受け止めをしたんですよ。これ行政の話だなという

気がしましてね。早急に補助をしていくという立場で何らかの手続が取れるの

ではないか、方法を検討できないのかなと思います、いかがですか。 

 

〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 この支援に関しましては、まずその生徒だったり保護者にまず周知をしない

といけないということ。今回、当然申請が必要になります。申請の上に、また

審査をしないといけなくなります。審査を経てこの定期券を発行しているＩＣ

カード株式会社のほうに発行依頼をしないといけない。そこでまたある程度の

時間を要してしまうので、その生徒に配付するまでに、ある程度の期間がどう

してもかかってしまうので、年度内での実施については非常に厳しいものと考

えております。ですので、次年度実施に向けて、現在調整をしているところで

ございます。 

 

〇西銘純恵委員 定期券発行で皆さん事業を始めたけれども、そうではない方
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法を検討することはできないですか。直接何らかの手続でできる方法、検討し

たけれどもできないということになったんでしょうか。 

 

〇大城司教育支援課長 お答えいたします。 

 この事業に関しましては、もう当初から、まずＩＣカードを発行するという

ことで進めてきておりますので、これからですね、また別の方法ということに

なると、またさらに時間等を要してしまうので、やはり現状のその仕組みのほ

うで支援をしていきたいというふうに考えております。 

 

〇西銘純恵委員 最後の１点。フリースクールの生徒にも支援を拡大している

という、これは中学生が入っているということでよろしいですか。 

 

〇大城司教育支援課長 中学生のほうにも支援をしているところでございま

す。 

 

〇西銘純恵委員 説明お願いします。何名で、どのような生徒なのか。 

 

〇大城司教育支援課長 フリースクールの認定に関しまして、当該フリースク

ールがですね、まず全県域の子で受入れを行っていること。そのフリースクー

ルのほうで恒常的に相談、指導等を受けていること。当該生徒の在籍校がです

ね、指導要録上の出席扱いとされている必要がございます。それを踏まえて、

所得要件とかもございますが、現在認定している状況ですが、令和７年度現時

点で10名を認定しています。前年の令和６年度が８名の生徒を認定している

ところでございます。 

 

〇西銘純恵委員 以上です。 

 ありがとうございます。 

 

〇新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山里将雄委員。 

 

〇山里将雄委員 皆さんがもう既に質問、質疑なさっているので、少しだけ私

のほうからの確認ではあるんですけれども、陳情令和７年第170号、那覇市立

神原小学校の校内自立支援室の維持を求める陳情の件で、お伺いしたいと思い

ます。 
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 この不登校というのは、本当に近年すごい増えてきているという非常に大き

な問題となっています。手元にあるその資料ではですね、令和２年で3600名

ぐらいだったのが、令和５年では7000名まで、小中学校の不登校が増えてい

たという状況があります。これ令和７年度現在の数字というのは、今お答えで

きますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 令和６年度の問題行動調査によりますと、国公私立

小・中・高等学校の不登校数ですけれども、小学校で3523人、そして中学校

で3909人、そして高等学校で1526人となっております。 

 

〇山里将雄委員 やっぱりどんどん増えているというのが状況ですね。高校で

も1500名いるということは、相当の不登校の子がいるという状況なので、今

後の校内自立支援室ですか、これについては教育長も効果が大きいということ

で続けていくという方針ではあるようなんですけれども、フリースクールがあ

りますよね、民間でやっているフリースクール。このフリースクールとの違い

というのは、どういったことになるんでしょうか。この支援教室の設置は、市

町村というふうにおっしゃっていたんですけれども、その職員というのは支援

員については、市町村で配置をするという理解でよろしいんでしょうか。 

 

〇新城高広義務教育課長 本事業については、市町村への委託事業というとこ

ろで支援員の配置についても、市町村の教育委員会のほうで行っております。 

以上です。 

 

〇山里将雄委員 教員とは別に支援員が配置されるということでですね、細か

な支援ができればいいのかなと思っていますけれども、教員とのこの連携とい

いますかね、教員の関わりはどういうふうになっていますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 不登校の支援については、校内においてですね、管理職も含めてスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーと、支援員等も含めての会議等もあ

ります。そういったところで情報共有しながら、子どもたち一人一人に支援し

ていくという会議等もあって、そういう形で支援しております。 

 

〇山里将雄委員 ぜひ連携をしっかりしながらですね、ちゃんと学校に行ける

ようにぜひしていただきたいと思います。 
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 基本的なことをちょっと聞くんですけれども、不登校がこれだけ増加してし

まっている、しかも短期間の間にですね、増加がすごいという――この要因に

ついて県教育庁としては、どのように捉えていらっしゃいますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 近年、不登校が増加しているというのを承知しておりまして、その主な理

由、学校が把握した事実としては、小学校、中学校ともに無気力ですとか、生

活リズムの不安ですとか、そういったものが理由となっております。 

 以上です。 

 

〇山里将雄委員 そのようなことかなと想像はつくんですけれども、先ほどで

すね、今不登校の状態にある子どもの数を答えていただいたんですけどね、い

わゆるこの校内自立支援教室、あるいは民間でやっているフリースクールね、

そういった施設に実際、行っていない子も多いと思うんですけれども、その実

態というのは、把握されていますか。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 毎年、文部科学省が行う問題行動等調査というのがありまして、その中で不

登校児童生徒数の状況については、把握しております。 

 以上です。 

 

〇山里将雄委員 それに対しての対策はどのようなことを……。 

 

〇新城高広義務教育課長 学校においても、事業においてもいろいろ不登校児

童生徒への支援は行っていますけれども、それにつながっていない子どもも実

際おりまして、そういった子どもに関しましても、教育委員会、福祉部局等と

連携してですね、ケース会議とか、そして、生活福祉部とのそういった協議に

おいてですね、どのように支援するかというところをしっかり話合いをして、

実際支援を行っているところです。 

 

〇山里将雄委員 数も答えられますか。そういった子どもの数は、把握をして

いるとさっきおっしゃいましたよね。 

 

〇新城高広義務教育課長 お答えします。 

 先ほどの問題行動等調査についてですね、校内外の接続というものが
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98.7％となっているので、1.3％の子どもたちがつながっていない状況にある

ということになります。 

 以上です。 

 

〇山里将雄委員 分かりました。 

 1.3％がどちらにも通っていない、はっきり言えばどういう状況にあるの

か、なかなか把握しづらいという状況にあるということだと思いますので、ぜ

ひですね、そこもしっかりと調査なりして、そういった子どもたちに対する対

策支援をできるようにお願いをしたいと思います。 

 この件については、以上とします。 

もう一つ、陳情第183号、高校生部活動における県外遠征費補助金制度拡充

に関する陳情ですね。 

部活に対する県外遠征への支援についてなんですけれども、支援については

皆さんが質疑なさっています。私としてもですね、これは非常に子どもたち

の、いわゆる成長にとって目標を持つということが必要だと思いますので、ぜ

ひこれは県としても、市町村任せにせずに、しっかりと支援できる方法を検討

していただきたいなというふうに思いますので、まずはそれをお願いしておき

たいんですけれども。 

 今回のこの陳情の内容とは若干異なることだと思うんですけれどもね、今で

すね、いわゆる部活というものが高校でも中学校でもそうだと思います――小

学校では部活とは言わないんですけれども、吹奏楽部とかありますよね、そう

いった部活で活動をする子どもたちがとても減っているんですね。それも急速

に、すごい減り方ですよ。部活においてもですね、チームが組めない、スポー

ツ部でもチームが組めない。沖縄というのは音楽系の部活動、吹奏楽部とかで

すね、マーチングとかですね、小学校でもそうですけれど、非常に活発で、全

国に派遣されて全国大会に出たりとかもしていたんですけれども、今１つの学

校でつくれないという形で、複数の学校が１つになって活動したりとかという

ことが起こっていますよね。 

こういう状況というのは非常に、心配といいますか増えていまして、部活動

というのは、個人の意思でやるものではあるんですけれども、身体とか心を鍛

えるとかですね、あるいは文化的、芸術的なその感性を育むとかという面でこ

れ非常に教育上、重要なものだと思っています。そういう状況を教育長として

教育委員会として、どのように捉えていらっしゃるのか。そのことについてで

すね、何がしか対策等々取る考えはあるのか、お尋ねしたいと思います。 
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〇半嶺満教育長 部活動の意義についてはですね、委員御指摘のとおり生徒の

心身の調和の取れた発達と個性の伸長、それから社会性の育成等を図る上で、

極めて重要な教育活動であるというふうに捉えております。今部活動をする児

童生徒が減っていると、特に地域によってはですね、各学校単位でチームを編

成することが難しいというふうな現状も出てきております。今後も少子化の中

で増えてくると思います。まさにその改善を図るための取組が今地域展開とい

う取組であります。学校単位ではなくて、その地域の子どもたちが一緒になっ

てですね、チームをつくれる環境、それが１つの目標でもありますので、この

地域展開をしっかりと進めながら各学校単位で組めない場合にはですね、その

地域でしっかりとチームを組んで指導ができると、そういった関係はしっかり

今後も努めていきたいと思います。 

 

〇山里将雄委員 先生方の負担が大きいとかがあるということで、指導員が不

足するというのも、要因の１つにあるのかもしれませんけれども、先ほどの不

登校の子どもたちの原因としてもですね、無気力、いわゆるＳＮＳ等々の問題

もあるというようなことでもあったんですけれども、そういったこともやはり

この部活動についても影響しているのかなというふうに感じたりするところが

あるんですね。言いましたとおり、教育の上で非常に重要な活動だというふう

に私は思っていますので、ぜひそこを県教育委員会としても、しっかりと取り

組んでいただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

 

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 新垣善之委員。 

 

〇新垣善之委員 同じく、46ページの陳情第183号、高校生部活動における県

外遠征費補助金制度拡充に関する陳情。皆さん御意見ありましたので、私から

は１点だけ。 

各県立高校に県外派遣委員会っていうのが多分あると思います。その中で、

やっぱり部活動だけやったらだめだよ、しっかり学校生活、遅刻だったり欠

席、欠課が多いとなると、やっぱりこれは県の代表としては行かせられないよ

というところも多分あると思うんですよ。そういったところ、今の県立学校で

の各学校の派遣委員会というのは今、現状はどうなっていますでしょうか。 
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〇遠越学保健体育課長 各県立高校におきましては、今ありました派遣委員

会、名称は各学校によって異なる場合は当然ございますが、県外派遣に関して

は、子どもたちの日頃の生活ですとか、学習態度、そういったことも含めてで

すね、激励する意味でもそういったことを確認しながら、派遣を許可するとい

う形を取っているというふうに認識しております。 

 

〇新垣善之委員 県からの各連盟、各スポーツ連盟や文化連盟に対する補助、

学校としてもＰＴＡ費であったりとか、各周年事業で子どもたちを県外に派遣

するための予算の確保であったり、バスを購入するための費用だったりとか、

いろんな創意工夫をしながら予算をためていると思います。子どもたちを育成

するために、どんどん県外に出していいと思うんですけれど、その根底には部

活動も教育活動の一部なので、やっぱり生活習慣、学習習慣がしっかりとでき

ていないよというところを部活の顧問の先生が、子どもたちをしっかり見てい

るというところは、自分はとてもいい利点ではないかな、部活動を推進すると

いう意見を持っているんですけれども、やはりこの文武両道の面からも、部活

動はしっかりとやってほしいし、派遣費に関しても、やっぱり個人負担が少な

くなればいいと思いますので、もっとできればクラウドファンディングであっ

たりとか、ふるさと納税、もっと県が拡充できるところは努力してほしいなと

思いますけれどいかがでしょうか。 

 

〇遠越学保健体育課長 各学校におきましては、委員おっしゃるとおりです

ね、学校の周年事業で部活動の補助をしたり、あるいは各学校の派遣費という

ものが、ほとんどの県立高校でありますので、その中で九州大会、全国大会に

派遣される子どもたちの費用を負担しております。その割合は様々ですが、最

終的に自己負担となりますと九州大会で約４万3000円程度、全国大会で６万

5000円程度という形で１回かかっておりますが、同等の金額を学校のほうか

ら補助しているということもあります。そういった中で、やはり子どもたちが

ですね、しっかりと学習面、日頃の生活、そして部活動と両立をしながら成長

していくためにも、県教育委員会としましても子どもたちが安心して部活動に

励めるように、自分の夢や目標を追っていけるように、しっかりと支援を充実

してまいりたいと思います。 

 

〇新垣善之委員 今後部活動の地域展開というところでは、また派遣費の問題

も教育委員会で各連盟に配分していた補助金等について、学校から地域に展開

するわけですから、そういった派遣費の問題も多分今から出てくると思います
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ので、いろんな議論を出していってほしいなと思います。 

 続いて、あと１点。26ページ、27ページ。陳情令和７年第64号。教職員が

健康で生き生きと働きやすい職場環境を求める陳情。 

処理方針のところで、新里匠委員からもありました特別選考試験を実施した

というところで、今年度、教育委員会の新規の事業で教員確保推進事業で、多

分400万円を計上していたと思うんですけれども、この選考試験に充てられた

ものなのでしょうか。 

 

〇東哲宏学校人事課長 教員確保推進事業のほうですね、おっしゃるとおり東

京会場で面接を行うということで、今回４チーム計12人の面接員を東京に派

遣するという経費でありますとか、あと県外での就職セミナー等に職員を派遣

して沖縄で教員になりませんかというような御案内とかですね、そういったも

のの経費として、計上したところであります。 

 以上です。 

 

〇新垣善之委員 結果として、605名の合格者のうちの48名が県外からの合格

者であった、約８％ということですね。この教員の確保というところで、私

１つ思うのが、臨時的任用の先生方も、30代、40代、50代になっても現場で

戦っている先生方がいっぱいいらっしゃいます。そういった先生方が10年経

験して、経験値によっても、１次試験の免除であったりとか、多分あったと思

うんです。その先生方も本当に多忙というところで勉強もあるんですけれど

も、毎日の学校現場の対応であったりとか、いろいろありますので、人材を確

保する、育成していく、将来の沖縄県を担っていける先生方もたくさんいらっ

しゃいますので、そういった人材の確保というところは、今どのような現状、

次年度の選考試験に向けてなのか、いろいろ取り組んでいるところがあればお

願いします。 

 

〇東哲宏学校人事課長 まず、臨時的任用職員で年数を重ねた先生がたくさん

いらっしゃるというのを我々認識しておりまして、これらの方を対象とする特

別選考というものを今年も実施しております。昨年度から始めておりまして、

昨年度は５名合格ということで、今年度は９名の方を合格というふうにさせて

いただいております。 

やはりこれらの先生方、現場での生徒指導への対応が極めてすばらしいとい

うふうな話は面接された先生方の意見としてもございますので、我々としまし

ても優秀な人材については、やっぱり積極的に採用していきたいなと考えてお
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ります。 

 また、そのほかの採用につきましても、先ほど喜友名智子委員のところで少

しお話ししたんですけれども、長期に離島等で腰を据えて指導に当たりたいと

いう先生方について、積極的に採っていきたいなというふうに考えておりまし

て、こういった制度も、次年度以降構築できたらなというふうに考えておりま

して、今検討を進めているところであります。 

 以上です。 

 

〇新垣善之委員 本当に何年もやっている先生方で、それぞれの人生設計とい

うか、ずっとやってきて採用されなかった先生方もいらっしゃると思うんで

す。あとは文化、スポーツそれぞれ専門の先生方もいらっしゃると思いますの

で、その先生方の次の担い手の人材の確保も大事だと思いますので、そういっ

たところもしっかりと各連盟であったりとか、意見聴取しながら進めていける

といいかなと思いますので、要望して終わります。 

 

〇新城高広義務教育課長 すみません、訂正のお願いでございますけれども、

先ほど西銘委員の御質問でですね、県が設置する校内自立支援室ですけれど

も、令和７年度21市町村とお答えしましたが、正しくは 20市町村となりま

す。申し訳ございませんでした。 

 

〇新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。 

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に説明員等の入替え） 

 

   午後３時32分休憩 

   午後３時45分再開 

 

○新垣新委員長 再開いたします。 
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 次に、こども未来部関係の陳情令和６年第 63号外24件を議題といたしま

す。 

 ただいまの陳情について、こども未来部長の説明を求めます。 

 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分に

ついてのみ説明をお願いします。 

 真鳥裕茂こども未来部長。 

 

○真鳥裕茂こども未来部長 皆様、こんにちは。朝から御審査、お疲れさまで

ございます。 

 それでは、陳情の処理概要について、お手元のタブレットに表示しておりま

す陳情に関する説明資料で御説明いたします。 

 まず、陳情一覧表を御覧ください。 

 こども未来部関係では、継続の陳情が22件、新規の陳情が３件となってお

ります。 

 初めに、継続陳情の処理概要に係る変更箇所を御説明いたします。 

 13ページをお開きください。 

 令和６年第174号全会一致で可決された県立高校生自死事案について、全容

解明のための再調査等を求める決議に関し取組の推進を求める陳情のうち、記

事項１、２の末尾について、次のとおり変更しております。 

 14ページをお開きください。 

 記１、２の末尾について、「公的第三者機関の設置を含め条例の在り方につ

いて、令和７年10月に立ち上げた沖縄県こどもの権利擁護に関する検討委員

会において、検討を進めているところです。」としております。 

 次に、新規の陳情３件について、処理概要を御説明いたします。 

 47ページをお願いします。 

 陳情第158号選択的夫婦別氏制度導入に反対する意見書提出に関する陳情に

ついて、処理概要を読み上げます。 

 令和７年陳情第103号に同じ、としております。 

 続きまして、49ページを御覧ください。 

 陳情第164号沖縄県差別のない社会づくり条例に自衛隊員等への差別を含む

職業差別の禁止に関する条文の追加を求める陳情について、処理概要を読み上

げます。 

 50ページを御覧ください。 

 記１について、県では、全ての人の人権が尊重される不当な差別のない社会

の形成を図ることを目的として、沖縄県差別のない社会づくり条例を施行しま
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した。 

 条例第３条は、基本理念として、不当な差別のない社会の形成は、全ての人

が、個人として人格及び個性が尊重され、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを踏まえ、何人も人種、国籍、信条、性別、性的指向、

性自認、社会的身分、出身その他の事由を理由とする不当な差別をしてはなら

ないという認識の下に、県、市町村、県民及び事業者が相互に連携協力し、社

会全体として推進していかなければならないと規定しており、例示以外の事由

による差別もしてはならないことを定めております。 

 また、条例では、施行後３年を目途として、社会経済情勢の変化等を勘案

し、本条例の施行の状況について検討を加えることになっていることから、県

では、不当な差別の実態や県民の意識などについて調査を行ったところであ

り、検討に当たっては、沖縄県差別のない社会づくり審議会の意見を伺いなが

ら必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいり

ます、としております。 

 続きまして、51ページを御覧ください。 

 陳情第185号こども性暴力防止法施行前に児童相談所、里親、養護施設、保

育園、小中高、学童等の実態調査を求める陳情について処理概要を御説明いた

します。 

 １について、児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関

係法令や国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護

ガイドラインなどに基づき、子どもの最善の利益を念頭に相談援助活動に当た

っているところです。 

 社会的養護関係施設や児童相談所においては、法令等に基づき、第三者評価

を受審しており、外部の評価等を得ながら対応を行っております。 

 また、子どもの権利擁護に関する取組として意見表明等支援事業を実施して

おり、アドボケイトが各施設を定期的に訪問し、施設や児童相談所から独立し

た立場で、子どもの意見形成、意見表明の支援を行っているところです、とし

ております。 

 ２について、県では、令和７年10月に沖縄県こどもの権利擁護に関する検

討委員会を立ち上げ、子どもの権利が侵害された場合の救済機関の設置に向け

た検討を進めているところです。 

 引き続き子どもの最善の利益を守ることを念頭に、児童相談体制の整備に向

けて取り組んでまいります、としております。 

 陳情の処理概要についての説明は、以上でございます。 

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 
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○新垣新委員長 こども未来部長の説明は終わりました。 

 これより、陳情に対する質疑を行います。 

 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重

複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営

が図られるよう御協力をお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

 米須清一郎委員。 

 

○米須清一郎委員 41ページですね、陳情令和７年第145号、フリースクール

等民間施設を利用する児童生徒・保護者及び民間施設を対象とした公的調査実

施に関する陳情関係です。 

記の１と２がありまして、実態把握については、その必要性があるかなとい

うところの認識で、次年度に向けて取り組まれるのかなというふうに理解して

いますけれども、記２のほうですね、前議会でも質疑した記憶があります。そ

の協議の場、機会を持ってくださいというようなことですけれども、いま一

度、この点について、県としてのお考えをお聞かせください。 

 

〇井上満男こども若者政策課長 お答えします。 

 フリースクール等居場所、民間施設を利用する児童生徒、保護者、そういっ

た方たちの実態を把握するための調査の必要性については、検討しているとい

うことは本会議も含めて、これまで答弁をさせていただいているところです。 

実態把握のためには、やはり子ども、保護者、それから施設を運営されている

運営者の方々に対して、他県がやったようなアンケート調査を行う必要があろ

うかというふうに考えておりまして、そこの調査項目を検討するに当たって

は、当然その運営主体であるフリースクール、民間施設を運営されている

方々、それらを束ねておられる協議会の代表も含めた御意見を伺う必要はある

かと思っておりますので、そういう場を持っていくということは、今後調査を

実施するとなった場合はですね、検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 

〇米須清一郎委員 これまでにない取組であるものですから、やはり分からな

いというところを検討していく中で、県だけで検討するのかとか、資料だけで

とかではなくて、今、御答弁いただきましたように、その当事者の御意見、意

向とか、あと場合によっては、その有識者の御意見とかもお聞きしながら検討



文教厚生委員会記録 

- 66 - 
R07.12.15-03 

した上で進めていただく。そのための意見等を取り入れるということを、ぜひ

お願いしまして、また次年度に向けてよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 喜友名智子委員。 

 

〇喜友名智子委員 幾つかお尋ねさせてください。 

 39ページの陳情令和７年第131号の３、美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域

の振興発展に関する陳情ですね。 

 この中で記事項の５、離島における乳幼児健診の体制についてということで

処理方針を見ますと、乳幼児健康診査の目的の基本的なところが書いてありま

す。この中で、疾病の早期発見、早期治療、育児支援などというところについ

てですね、市町村の責務とありますが、具体的にどういった責務を今、この市

町村が担っていて、県はそれとどう連携してサポートしているのか教えてくだ

さい。 

 

〇仲里直也子育て支援課長 お答えします。 

 乳幼児健診は、母子保健法に基づいて市町村が実施しております。県内では

今、１か月健診と乳幼児健診を２回、１歳６か月の健診、３歳児健診、５歳児

健診とございます。これも実施主体は市町村ではあるんですけれど、法定で義

務づけされているのが、１歳６か月健診と３歳児健診になっております。 

 乳児健診につきましては、法定義務ではないんですけれど、全市町村実施し

ているところです。これは地方交付税措置がされておりまして、これも市町村

がやっているところです。 

 県としては今のところ今年度、５歳児健診については、まだ久米島町しか実

施していないというところがございます。５歳児健診というのが、いわゆる乳

児健診に加えてですね、集団健診というのが入ってきまして、子どもの発達

の、今後特性を見立てるという診断項目が入ってきます。今後、その特性があ

る子については、どういった支援につなげるかというところの作業が入ってき

まして、これが初めての市町村が多いところがあるものですから、それについ

ての人材の確保であったり、人材育成の研修であったりですね、また本年度に

おきましては、３市村をモデル的に５歳児健診の実施を支援しまして、小規模

離島から伊平屋村、中城村とうるま市をやったんですけれど、人口規模は異な

る市村をモデル的に実施して、その他の市町村においても、イメージできるよ



文教厚生委員会記録 

- 67 - 
R07.12.15-03 

うにモデル健診に参加していただいて、令和８年度以降の実施、作業に向け

て、市町村と連携して支援していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

〇喜友名智子委員 久米島町が５歳児健診をやり始めたというのは、何か県と

は特段事前にやり取り等々あったのでしょうか。 

 

〇仲里直也子育て支援課長 お答えします。 

 久米島町につきましては、2018年に５歳児健診を開始しております。これ

は久米島病院の小児科医がですね、他県で先駆的に行っている５歳児健診を他

県の先生から指導を受けて、この先生が積極的に、町と調整して、町独自の予

算を使って５歳児全員を対象とする健診をやり始めたということで、特に県と

調整したということはございません。 

以上です。 

 

〇喜友名智子委員 状況理解しました。ありがとうございます。 

 ５歳児健診、いろいろと市町村によってやるやらないで、まだ課題があると

ころが多いんですけれども、こういった横展開をぜひ県が一緒にやってもらい

たいなと考えております。 

 次が、31ページなんですが、陳情番号で言うと陳情令和７年第81号の２、

次世代を二度と戦揚に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守

を求める陳情です。 

この中の31ページの５と絡んでですね、この陳情の趣旨というのは子ども

の権利と、あとは戦争というものを結びつけている趣旨が非常に多いなと理解

をしています。 

 最近ですね、石垣市議会のほうで子どもたちが君が代を歌っているのか歌っ

ていないのか、歌えるのかどうなのかという調査を独自にやったという報道が

ありました。地方議員がそれぞれの調査権限というか、自分たちの職能に基づ

いてやる調査についてはやはり尊重はしたいと思うんですけれども、幾ら国家

といえですね、歌っているのか歌っていないのかまで調査するのはいかがなも

のかと。これは思想だったり、子どもたちの心の中に立ち入っているのではな

いかなというふうに、私、受け止めているんですけれども、この子どもの権利

というものと照らし合わせて、こういった子どもたちが何かをしているのかし

ていないのかというところまで、踏み込んだ調査というのは生活習慣とか学力

とか、そういったところ以外のところに広げるのは、やっぱりあんまりよろし
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くないのではないかと思うんですね。直接県が行った調査ではないんですけれ

ども、こういったちょっと政治的な議論になりがちなことについて、実際にも

う市町村議会の中から動きが出てきていると。こういうことについて、子ども

の権利条約とひもづけて、ぜひ今の段階で構いませんので、県の見解を伺いた

いです。 

 

〇井上満男こども若者政策課長 石垣市の新聞報道については、存じ上げてい

るところなんですけれども、石垣市には、その調査をやった趣旨、目的等もち

ょっとお伺いはできていない段階ですので、我々のほうからそういった県の見

解を示すことは、少しできないかなというふうに考えております。 

 

〇喜友名智子委員 ありがとうございます。 

 最後ですね、49ページ。陳情令和７年第164号、沖縄県差別のない社会づく

り条例に自衛隊員等への差別を含む職業差別の禁止に関する条文の追加を求め

る陳情です。 

 県議会でも、この決議いろいろ議論を繰り返しましたけれども、同じ内容の

陳情が出てきて、やっぱり自衛隊という組織への批判と自衛隊員という個人へ

の批判が相変わらず理解されていない陳情だなというふうに私は受け止めてお

ります。 

この条例ですね、今見直し期間に向けていろいろと県でも動きを進めている

かと思いますけれども、この議題についても、こういう陳情が上がってきた場

合に、特段審議会で議題になるとか何とかという流れはあるんですか。 

 

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。 

 差別のない社会づくり審議会のほうにはですね、県議会で上がっている質問

ですとか陳情などについては、一応こういった県民からの御意見等、また議会

での議論がありますということの情報共有はさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

〇喜友名智子委員 先ほどの陳情で、君が代を歌えるか歌えないかのアンケー

トをしている動きも触れましたけれども、この国の法律で決まっているからと

か、国家機関である、国家の組織であるというところのですね、批判をするこ

とすら許さないかのような風潮ですよね、本当に。そういうことを条例に入れ

てくれとか、やっぱりちょっと、もう少し丁寧な議論をしたほうがいいのでは
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ないかなと思っています。 

 特に自衛隊員への差別という文言については、防衛大臣も、一部の人たちが

批判をしているという発言を繰り返して、もう冷静な議論ではなくて、もはや

政治的な動きでしかないのではないかとも思います。既に国家という非常に強

い権力を持っている立場の人たちを差別をするなという議論を持ってくるの

は、一体何なんだろうというところの社会的な背景というのをやっぱり冷静に

議論していかなくてはいけないのではないかと思います。 

 この条例については、つくるときにも、この委員会でも県議会でもいろいろ

と議論がありました。見直しの３年がたった頃になると、やはりこういう議論

が出てきたかというふうに感じております。ぜひ審議会での議論もですね、論

点整理から県民に分かるような、この流れでしっかりと議論をして、皆さんに

論点整理ができるような動きをぜひしていただきたいと思います。 

この見直しについての年度内のスケジュールというものは、今どうなってい

るでしょうか。 

 

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。 

 委員、おっしゃるとおり沖縄県差別のない社会づくり条例附則の第２で、条

例施行後３年をめどとしてですね、社会経済情勢の変化などを勘案し、本条例

の施行の状況について検討を加えることになっているところでございまして、

これまで令和６年度には、不当な差別の実態や県民の意識などについての調査

を行っているところでありまして、現在検討に当たって差別のない社会づくり

審議会の意見を伺っているところでございます。 

 これまで３回の審議会が今年度行われているところでして、現在３つのテー

マでですね、沖縄県差別のない社会づくり条例第９条の規定に基づく施策につ

いてが１つ、罰則規定を設けることの必要性についてが２つ目、もう一つがイ

ンターネットモニタリングの実施についてというところを論点として諮問を行

って、議論いただいているところです。 

 今後ですね、一応、条例の改正等があるのかも含めて現在審議を行っている

ところでありまして、今年度中で議論が収まるのかどうかというのはですね、

この審議の進捗状況というところもありますが、行政側の事務的な手続に係る

スケジュールなどをお伝えしながら、今進めているところでございます。 

 ちょっと今、現時点でいつこの答申が出るかということは、申し上げられな

いというところです。 

 以上です。 
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〇喜友名智子委員 ありがとうございました。 

 選択的夫婦別姓の陳情であったり、あとはですね、子どもオンブズマンのア

ドボケイトとともちょっと絡めてお聞きはしたいんですけれども、また委員会

でも勉強会などを控えていますので、そちらで専門家の方からお話を聞きなが

ら、また次回以降の質疑にしていきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

以上です。 

 

〇新垣新委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、小渡委員から陳情審査は質疑を行うものであり、個人的な

見解を述べるのはいささか不適切であり圧力にもなりかねないので

はないか、との発言があり、委員長に取り計らいを求めたところ、

委員長から陳情の範囲内で審議をするよう各委員に対し発言があっ

た。） 

 

〇新垣新委員長 再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 松下美智子委員。 

 

〇松下美智子委員 こんにちは、御苦労さまです。 

 まず新規の陳情令和７年第185号、こども性暴力防止法施行前に児童相談

所、里親、養護施設、保育園、小中高、学童等の実態調査を求める陳情、

51ページのところです。 

 ここの記の１のところに、親子を引き離し、人質状態で何も話すなと脅迫、

口封じを子どもたちにしている児童相談所、里親、養護施設から早急に調査す

ることというふうな記がありますが、こういった事実があるかどうか確認させ

てください。 

 

〇大宮規子こども家庭課長 記事項にあるような事実というのは、現在こちら

のほうでは確認されておりません。 

 

〇松下美智子委員 これは、この後調査された上で、確認されていないという

理解でよろしいですか。 
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〇大宮規子こども家庭課長 児童相談所等で何か問題が起こった場合には、調

査等も行っておりますし、その調査結果につきましても、児童福祉審議会等へ

報告するというような体制も取られているところです。 

 

〇松下美智子委員 分かりました。 

 ここの処理方針のところで、次ページですね、県では今年10月に沖縄県こ

どもの権利擁護に関する検討委員会を立ち上げて、検討を進めているというふ

うにあります。これに関しては、また別の陳情、陳情第174号のところでも、

この検討委員会で検討するという文言がありますけれども、この検討委員会に

ついて少し概要を教えていただきたいと思います。 

 

〇大宮規子こども家庭課長 この沖縄県こどもの権利擁護に関する検討委員会

につきましては、今年10月に設置をいたしました。委員の方は５名いらっし

ゃいまして、弁護士会から推薦いただいた弁護士の方２名、それから児童福祉

に関する専門家として大学教授の方、それから臨床心理士の方、そして、今回

この検討委員会では、子どもの権利が侵害された場合の救済機関の設置という

ところも検討内容となっておりますので、実際に学校現場のことをよく御存じ

の方にも入っていただく必要があるだろうということで、教育関係の方にもメ

ンバーとして入っていただいているところです。 

 検討委員会において、現在検討しているこの子どもの権利の救済機関の在り

方、それからこの救済機関の設置については、条例のほうで設置規定を盛り込

むこととしておりますので、その設置も含めた条例の在り方等について、現

在、議論していただいているというところです。 

 

〇松下美智子委員 10月に立ち上げられたということで、開催に関しては何

か実務的なものがあるんでしょうか。都度、集まるというような感じなんでし

ょうか。 

 

〇大宮規子こども家庭課長  10月に設置いたしまして、委員会はこれまで

２回開催しております。11月に２回開催しておりまして、現在はまず条例の

内容について、検討を進めているというところでございます。 

 

〇松下美智子委員 この条例制定の着地点というか、いつまでにとかという計

画がありますか。 
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〇大宮規子こども家庭課長 この陳情のほうでも早期の設置を求めているとい

うところもありますので、県としましても、できるだけ早く条例のほうを設置

したいと考えておりまして、年度内をめどに今、目標として進めているところ

です。 

 

〇松下美智子委員 年度内、来年３月までをめどにということですね。大切な

取組ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、陳情令和７年第146号、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意

見書提出に関する陳情についてです。 

陳情第146号が導入をしてもらいたいという陳情で、そして、陳情第103号

と第158号が、これに対して反対の陳情をというふうに理解しておりますが、

この賛成の陳情第146号のものと反対のものと処理方針が同じ内容になってお

ります。それで、この反対の陳情第103号の最後のところ、36ページですね、 

そこに国の動向や県民各層の議論を注視しながら、ジェンダー平等社会の実現

に向け、各種施策に取り組んでまいりますというふうに書かれているんです

が、皆さんが書かれたジェンダー平等社会の実現に向けてということの取組と

いうのは、どういうことに当たるのかお聞きしてよろしいでしょうか。 

 

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。 

 県では男性、女性にかかわらず、全ての個人が尊重される社会の実現に向け

て取り組んでいくという中で、この選択的夫婦別姓につきましても、今、国で

すとか経済団体の意見、あと全国知事会からの、県を通しての意見なども高ま

っているというところで、その部分でジェンダー平等の社会をどのように実現

させていくか全国と一緒に取り組んでいるというところです。 

 具体的な施策としましては、県民の皆さんに対して周知啓発などを行ってお

りまして、前回も申し上げたかもしれませんが、今年６月の男女共同参画週間

に合わせまして、多様性の時代の婚姻の形ということでですね、パネル展を実

施したり、また男女共同参画に関する県民実態調査においては、選択的夫婦別

姓について、認めるほうがいいかどうかなどという調査などを５年に一遍です

が、継続して実施しているというところでございます。 

 

〇松下美智子委員 先ほど小渡委員から申し入れがありましたので、あえて私

の個人的な意見は控えますけれども、知事も全国知事会を通して議論をしっか

り進めてほしいという要望をしたというふうに、処理方針のほうで書かれてい

るので、どちらに向かっていらっしゃるかというのは、ちょっと見えない状況
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ではあるんですけれども、当局のほうで選択的夫婦別姓のメリット、デメリッ

トというのを言っていただくことは可能ですか。 

 

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 当局の意見というか、一般的に

議論されている話としましては、選択的夫婦別姓を導入した場合のメリットと

しましては、姓の改姓に伴う事務手続の負担軽減ですとか、結婚前の姓でのキ

ャリアの継続がなされるということが挙げられております。 

 またデメリットとしては、子どもの姓の選択が難しいのではないかという御

意見があるというふうに考えております。 

 以上です。 

 

〇松下美智子委員 明日、陳情者の方もお呼びしているので、またそこでしっ

かり質疑をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

 以上です。 

 

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、こども未来部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。 

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、説明員等の入替え） 

 

○新垣新委員長  再開いたします。 

 次に、生活福祉部関係の請願第13号及び陳情令和６年第72号の３外２件を

議題といたします。 

 ただいまの請願及び陳情について、生活福祉部長の説明を求めます。 

 北島智子生活福祉部長。 

 

○北島智子生活福祉部部長 新垣委員長はじめ文教厚生委員会の皆様、大変お

疲れさまでございます。生活福祉部でございます。よろしくお願いいたしま

す。 
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それでは、請願・陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示して

おります請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。 

 まず、請願・陳情一覧表を御覧ください。 

 継続の陳情が２件、新規の請願が１件、新規の陳情が１件となっておりま

す。 

 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略

させていただきます。 

 次に、新規の請願１件について、処理方針を御説明いたします。 

 ３ページを御覧ください。 

 請願第13号軽度知的障がい、自閉スペクトラム症のある人の特性に配慮し

た障害福祉サービスの充実及び知的障がいのある女性へ特化した支援構築を求

める請願について、処理方針を読み上げます。 

 ４ページをお願いします。 

 １について、事業者には、事業所の情報や提供するサービスの内容等を公表 

することが義務づけられており、利用者の個々のニーズに応じた良質な障害福

祉サービスの選択と事業所の質の向上を目的とした障害福祉サービス等情報公

表制度があります。 

 公表する情報としては、事業所の所在地などの基本情報をはじめ、運営方針

やサービスの内容、従業員の人数や勤務形態、経験年数等のほか、研修の受講

状況等があります。 

 公表されている内容と支援の実態が異なる場合は、まずは個別の利用計画を

策定している市町村や相談支援事業所等に相談することが重要であると考えて

おります。 

 ２について、国の省令及び解釈通知において、共同生活援助事業所の責務と

して、利用者の身体及び精神の状況、環境に応じて支援を適切に行うこと、サ

ービス提供に当たっては利用者又はその家族に対し支援上必要な事項について

理解しやすいように説明を行わなければならないこと、サービス提供の記録を

残しておくことなどが定められております。 

 また、市町村や相談支援事業所においては、個々の利用者の状況や意向を把

握し、適切な支援が行われているか確認する必要があります。 

 県においては、事業所に対する指導等により省令等の遵守が図られているか

確認するなど事業所のサービスの質の確保等に向けて取り組んでいるところで

あり、利用者に対する適切な支援が行われるよう、引き続き関係機関と連携し

て対応してまいります。 

 ３について、支援員等従業者の育成研修については、事業所は従業者の資質
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の向上のために、その研修の機会を確保しなければならないとされておりま

す。 

また、従業員を管理しサービスの質を確保する専門職であるサービス管理責

任者は、支援員を含む他の従業者に対する技術指導及び助言を行う役割があり

ます。 

 県としましては、事業所に対する指導等により 事業所やサービス管理責任

者が役割を果たしているか確認するなどサービスの質の確保等に向けて取り組

んでまいります。 

 ４について、国の調査研究によると、知的障がいのある方については、適切

な情報の取得や理解等に困難さがあり、性暴力の被害者等になるリスクや予期

しない妊娠につながるリスク等があると言われており、また、そのようなリス

クを回避することや、その後の生活への心配等から、性に関する情報に接する

機会から遠ざけられたり、恋愛や結婚等に反対されたりすることもあると指摘

されています。 

 また、障がいのある方の結婚・出産・子育てについては、障害福祉と母子保

健、子育て支援施策の連携体制の構築が重要であること等も指摘されていま

す。そのため、国においては、知的障がいのある方の恋愛や性を学ぶためのハ

ンドブック及び支援の手引き等を作成するとともに、障がいのある方の希望に

基づく生活や子どもの養育を支えるための必要な障害福祉サービスや子育て支

援等が確実に行われるよう連携体制の整備等について各都道府県及び市町村の

関係部局に対し通知を発出し、取組を促しております。 

 さらに、令和６年４月には、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

が施行され、障がいのある方も含め、困難な問題を抱える女性一人一人のニー

ズに応じた支援の推進が図られております。 

 県においては、地域の相談支援体制の構築に向け、障がいのある方への個別

支援に関わる市町村等の相談支援専門員等に対する研修の実施や相談支援に関

するアドバイザーを配置し必要な助言等を行っているほか、母子保健や子育て

支援、女性支援に関する施策についても関係部局において取り組んでいるとこ

ろであり、事業所等に対する各支援施策の情報提供や国のハンドブック等につ

いてさらなる周知を図るなど、知的障がいのある女性が安定した生活を送れる

よう支援に努めてまいります。 

 次に、新規の陳情１件について、処理方針を御説明いたします。 

 12ページを御覧ください。 

 陳情第178号最低賃金引上げに伴う支援に関する陳情について、処理方針を

読み上げます。 
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 13ページをお願いします。 

 １について、障害福祉サービス等報酬改定は３年に一度見直しが行われ、次

回は令和９年度に報酬改定が予定されておりますが、公定価格が物価や賃金の

上昇に追いついていないため、事業者の経営が非常に厳しいものとなっており

ます。 

 このため、令和７年11月５日の全国知事会において、介護・障害福祉事業

等に対する緊急的な財政支援を講じるとともに、経営安定化に向け報酬改定を

前倒しして実施すること、従事者のさらなる処遇改善を図ることを国に要請し

ております。 

 また、令和７年11月21日に閣議決定した国の経済対策では、介護分野にお

いて、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上

げ措置を講じることとし、障害福祉分野についても、介護分野における対応も

踏まえつつ、その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行うことが示さ

れております。 

 県としましては、国の動向を注視し適切に対応してまいります。 

 ２について、県では、物価高騰や賃金上昇の影響を受けている障害福祉サー

ビス等事業所を支援するため、障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事

業や、障害福祉人材確保・処遇改善支援事業を実施しております。 

 令和７年度は、事業所の負担軽減を図るため、様式の簡略化や一本化、ま

た、申請等に係る相談を受けるコールセンターを設置するなど、事業所が申請

しやすいよう取り組んでいるところです。 

 県としましては、コールセンターの活用等を周知するとともに、全ての事業

所が支援を受けられるよう、引き続き負担軽減に向けて検討してまいります。 

 ３について、障害福祉サービス事業の従業者の安定的な確保・定着に向けて

は、障害福祉サービス等報酬の加算ではなく基本報酬を上げるなど、恒久的な

措置を講じるよう、全国知事会等を通じて国に対して要請しているところであ

り、引き続き国に要請してまいります。 

 以上で、請願・陳情の処理方針について、説明を終わります。 

 

○新垣新委員長 生活福祉部長の説明は終わりました。 

 これより、請願等に対する質疑を行います。 

 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重

複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営

が図られるよう御協力をお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 
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 松下美智子委員。 

 

○松下美智子委員 こんにちは、御苦労さまです。すみません、新規の請願に

ついてお尋ねしたいと思います。 

 請願令和７年第13号、軽度知的障がい、自閉スペクトラム症のある人の特

性に配慮した障害福祉サービスの充実及び知的障がいのある女性へ特化した支

援構築を求める請願ですね。３ページ、お願いします。 

 今部長のほうで読み上げていただいた処理方針、細かに記載していただいて

いるんですけれども、これ実際に提出されているのはチャレンジド・サポート

沖縄代表ということで出されております。ここの会に入られている方の娘さん

が実際に、グループホームのほうに入所をされて、そこから昼間は事業所のほ

うにお仕事をしに行かれた際に、今年貧血で倒れられて――事業所との契約も

交わされているので、本人もそこのグループホームに入っていることで楽しそ

うにしているので、うまく進んでいると思っていたところ、貧血ということで

中身をその時に知ることになったと。お食事とかも一緒に見守りを兼ねてやる

というふうになっているのに、本人が食べるように食事を提供したり薬を提供

したりということで、きちんと食べられているか、きちんと薬が飲めているか

どうかというところまでは管理というか、されていないという現状があって、

やむにやまれない思いでこの請願書を出されているんですね。 

その処理方針については、結局この１、２、３、４に関して、明確にはお答

えいただいていないというか、全体的にこういうサービスをしていますという

ことは細かくされているんですけれども――例えば、１の障害者グループホー

ムにおける実態調査を行うことということ、そのものについての処理方針はど

うなっているんでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 この請願の背景については、我々も直接ですね、請願者から今おっしゃられ

た話は伺っています。処理方針に書いたのは、一応制度的なところで、こうい

った情報の公表制度というのがあるというところと。あとは、利用計画とか計

画を作成する支援事業所や市町村に、まず相談をいただくというのがあるだろ

うと考えております。 

 それでもなお解決しない場合はですね、こういった形で県のほう障害福祉課

ですとか、あと県の福祉事務所のほうもありますので、そういうところに情報

提供というか相談をしていただいて、その上で、この利用者の安全確保とか、

そういった点の優先度を勘案して、あと緊急性とか勘案して必要に応じて県の
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ほうも実態把握とか、指導とかというのを行うというふうに考えております。 

 以上です。 

 

〇松下美智子委員 事前に当局の皆さんとも意見交換をさせていただいており

ます。ただ処理方針のほうに、例えば１であれば、実態調査を行うことは、現

時点では厳しいということの理解でいいということなんですね。まずは市町村

に御相談してくださいということなので……。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 そうですね、現時点でこの実態調査をするかしないかというところも少し今

後、部内で議論が必要かなと思っております。 

 県のほうでは、運営指導等でそういった現状のほうを確認するようになって

いまして、あとは情報公表制度について、公表がちゃんとされているかどうか

というような指導、助言等を行っています。 

 ですので、今後ですね、今回請願が上がってきておりますので、まずグルー

プホームについての注意喚起ですね、こういった実態があるという今お話が上

がってきていますので、注意喚起のほうを出そうかと思っていまして、そのあ

と自分たちでチェックですね、ちゃんと服薬管理とか、食事の提供とかという

のをしっかりやれているかというところのチェックリストを作成できないかど

うかというのも、今課内のほうで議論を始めているところです。 

 以上です。 

 

〇松下美智子委員 分かりました。 

 請願者の方が、このように尋ねておられるので、処理方針、立派に書いてい

ただいているんですけれど、寄り添った形の答弁ができないならできないで、

実態調査の前にされることがあるということなので、その文言を入れていただ

いたらよかったかなと思っております。 

 今おっしゃった、２に関しては、チェックリストの作成、これから考えてく

ださるということですから、次の３なんですけれども。今グループホームなど

で、外国人の方が勤務してくださっている実態が多くて障がい者の方の特性

を、資格はないにしても特性を知っていただいた上で、支援に当たっていただ

くということを望んでおられるようです。 

 この処理方針の中にも、事業所はその研修の機会を確保しなければならない

とされているとあり、さらに県としては事業所に対して指導等により、事務所

やサービス管理責任者が役割を果たしているか確認するなどサービスの質の確
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保等に向けて取り組んでまいりますとあるんですが、これを具体的にどう取り

組んでいただくのか、お聞きします。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 グループホームのサービスの質の話については、国のほうで令和６年度の研

究調査事業というのがされていまして、これ全国的な課題として、営利法人の

参入の拡大に伴って、このサービスを提供する事業所数が増加する中、そうい

った実績とか経験とか、乏しい事業者が今散見されると。なので、そういった

支援が適切に提供されていないのではないか、支援の質の低下が懸念されると

いうというような指摘がされています。 

 ですので、今国のほうが主導になって、運営や支援の在り方のガイドライン

とかの作成を今検討しているところとか、あとはグループホームを開設する際

にですね、開設者ですとか、管理者に開設する前の研修のカリキュラムを国の

ほうでも今検討しているという今動きがありますので、そういったものも確認

しながらですね、県のほうとしても、グループホームの支援の質の向上という

ところで、いろいろ何かできることを考えていきたいなと考えております。 

 

〇松下美智子委員 最後のこの４なんですけれども、これもしっかり処理方針

を書いていただいているんですが、請願者の方が求めておられる、望まない妊

娠を防ぐための取組で、新しい支援制度を創設してもらいたいということに関

しては、今現在は厳しいという処理方針と受け取ってよろしいんでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 処理方針にも書かせていただいたんですが、今、国のほうにおいても、こう

いった新しい女性支援の法律ができたりですとか、あと通知のほうが発出され

ていまして、やはりこういった困難を抱えるケースについては、やはり今、そ

れぞれ関係する母子保健ですとか障害福祉とか、あとは、生活困窮支援とかで

すね、そういったところが連携して、適切な支援につなげることが大事だろう

というふうなところがあります。ですので、今回のような軽度の知的障がいの

ある女性に特化した支援とかというものではなくて、まずはこういった困って

いる、困難な問題に直面している方々が適切な支援につながることが重要では

ないかと考えているところです。 

 

〇松下美智子委員 分かりました。 

 また国とも連携して国の施策等も調べて、進めていっていただきたいと思い
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ます。ありがとうございます。 

 

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 喜友名智子委員。 

 

〇喜友名智子委員 ありがとうございます。 

 まず、９ページの陳情令和６年第107号、違法で悪質なオンラインカジノへ

の対策を早急に求める意見書の提出を求める陳情です。 

 今、沖縄でこのオンラインカジノの利用状況、それから被害状況、あるいは

相談というものが何件ぐらいあるのか金額の規模と合わせて、県での情報把握

を教えてください。 

 

〇仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。 

 ただいま県のほうで受けているオンラインカジノに関する相談件数ですが、

2025年の８月末現在で、ゼロ件ということになっております。これは県のほ

うで受けているものということです。被害相談は県のほうでは受けていないと

いうことです。 

 

〇喜友名智子委員 今年に入っての報道でも、沖縄県でもオンラインカジノで

の賭博の報道というのが流れているんですけれども、こういうケースというの

は県では特に集計とかはやっていないんですか。 

 

〇仲宗根英之生活安全安心課長 お答えいたします。 

 県のほうではですね、消費生活センターを通して相談を受け付けるというこ

とになりますが、その際に消費生活相談という範疇での受付になります。 こ

の被害に遭われたというところでは、オンラインカジノについては、利用した

時点で犯罪というかですね、カジノを行った時点でそういったところがありま

すので、消費生活相談には来ない。仮に来たとしても県警のほうに相談を回す

というような対応を取ることになろうかと思います。 

 

〇喜友名智子委員 消費生活センターに相談がなければ、県のほうでは直接、

こういったオンラインカジノを扱う機会が、今ちょっとないという状況だと理

解しました。 

 一方で、陳情している方は、オンラインカジノを止めたいという思いという

のがあって出しているわけですよね。そうすると相談がないからちょっと何も
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できませんというのも、なかなか世知辛いなとも感じています。ただ実際には

警察の事案になっていることというのはあるので、やっぱりですね県でも何か

できることはあるのではないかなと、ちょっと考えたりはしています。 

 ただ、この記事項の中であるのが、違法なオンラインカジノに対して国がブ

ロッキングをするというような意見書を出してくれというのが、具体的な内容

になっています。県のほうでは、国によるブロッキングでオンラインカジノを

止めることに対して、どういう効果があるのか、何か情報や、そういったもの

はあるでしょうか。 

 

〇仲宗根英之生活安全安心課長 お答えいたします。 

 今、ブロッキングの話になりますが、直接的な効果が高い施策ではあるかと

思います。ただ施策を推進する以前にですね、国のほうでもちょっと課題とし

て挙げているのが通信の秘密、あるいは、知る自由、表現の自由に抵触し得る

施策対策であるということを、大きな課題として挙げております。 

 これについてはですね、まずほかの権利制限的ではない手段が十分に尽くさ

れているかどうか、また、その対策として有効性があること。 

 ２つ目にブロッキングにより得られる利益と、失われる利益が均衡している

こと。 

こうしたことが認められる場合に、ブロッキングの実施が可能となるという

政府のほうで取りまとめを行っておりまして、また政府のほうがですね、今オ

ンラインカジノにかかるアクセス抑止の在り方に関する検討会、こういったも

のを開催しておりまして、現時点ではまだ中間論点整理という段階でとどまっ

ております。 

 また今後、このブロッキングについての情報等がございましたら、また随時

提供していきたいと考えております。 

 

〇喜友名智子委員 ありがとうございました。 

 次はですね、新規の陳情になりますが令和７年第178号、最低賃金引上げに

伴う支援に関する陳情です。 

 この中で記事項の２ですね、小規模事業所ほど書類作成に多くの時間を割い

て申請自体が厳しいというところは、このコロナの協力金等やっぱり同じ状況

がまだ小規模事業者の皆さんには続いているなと。コロナの影響というよりも

コロナのときも、自分たちで協力金の申請書が出せないと。事務のサポートを

してくれという声というのは、すごく多かったんですよね。本質的に小規模な

事業者さんが置かれた、この事務回りの体制というのは、変わっていないんだ
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なというところを受け止めています。 

 それに対して県の処理方針が、２のほうの２段落目で様式の簡略化や一本化

と、それから相談受付のコールセンターとあります。改善に向けて書類の部

分、様式の部分について、改善しているのは進めていってほしいなと思ってい

ます。 

確認したいのが、このコールセンターの設置がどんな体制になっているの

か、県内の事業所なのか県外の事業者なのか。それから何回線設置をしている

のか、そして、設置した後の利用実績について教えてください。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 今年度県の委託事業のほうで、こういったコールセンターと、あと申請書類

のチェックとかですね、そういったもろもろ含めて委託作業しております。 

 回線数については、すみません、ちょっと今把握していないんですけれど

も、一応その電話とか、あとメールのほうでコールセンターのほうに相談がで

きるようにはなっているところであります。すみません、回線数は今ちょっと

手元にないので、把握できていないです。 

 

〇喜友名智子委員 県の委託事業で、その回線数を把握していないというの

は、ちょっと残念な答弁だなと思います。 

 陳情審査で上がってきている件なので、当然やっぱり実態は把握はしておき

たいと思います。今の答弁だと、県が委託事業の実態は分かりませんと言って

いることに等しいので、事業費が幾らなのか、その予算の中で、どういったサ

ービスを利用者の皆さんに提供しているのか。そこがちょっと見えないので、

これはちょっと状況が分かるような資料ですね、後でいただければと思いま

す。できれば処理方針にも書いていただきたいではあるし、書いていなくて

も、質疑の中でしっかり明らかになるような対応をぜひお願いいたします。 

以上です。 

 

〇新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉忍委員。 

 

〇比嘉忍委員 ３ページの新規の請願令和７年第13号ですね。 

 先ほど松下委員からもありましたが、記１の中で、実態調査をするかどうか

も含めて、今から検討ということだったと思いますが、もう一度その確認と。

その場合には、請願にあります無理解や適切な対応が十分ではない事例が増加
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しているとか、負担を強いられ、地域での生活の継続が困難となるケースなど

とかっていう、この状況の把握もされていないということになりますか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 事業所に対しての調査について、今請願者が求めているんですけれども、調

査の仕方も含めてですね、どうやったら実態がちゃんと捉えきれるかというと

ころが、少し議論が必要かなというところがありまして、なので、ちょっと今

まだやるかやらないかも含めてですね、やらないにしても何かほかの手法で、

実態が確認できないかとかも含めて、ちょっと議論をしたいなというふうに今

思っているところです。 

 請願者が言っている、無理解ですとか、支援者のそういった部分について

は、今回直接請願者からもお話を聞かせていただきましたけれども、今回のよ

うな直接的に県のほうには請願者以外に、そういった形で相談が最近あったか

というようなことはないところです。 

 

〇比嘉忍委員 １に関してしっかり方法も含めて議論してやっていただきたい

と思います。 

そうなると３ですね、支援員の育成研修ということなんですけれども、３の

下から４行目あたりぐらいからは、事業所に対する指導により事業所やサービ

ス管理責任者が役割を果たしているか確認するって、断言していますよね。こ

れこそ調査をやるという理解になるんですよ。どうなんですか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 県においては、障害福祉サービス事業所について運

営指導という形でやっておりまして、その指導の着眼点の１つで利用者の個別

支援計画のほうと、あとは実態ですね、家事援助とか服薬等記録されたもの

を、実際その現場に行って運営指導するときに、必要に応じて確認をしてとい

う形で指導を実はしているところなので、ちょっとこちらで書かせていただい

たのは、そういった運営指導を通して、そういった確認をしていくというとこ

ろで記述をしております。 

 

〇比嘉忍委員 今まで運営指導を行っていたんですけれども、こういう請願が

上がってきて、今後はこの運営指導を通して役割を果たしているかという確認

をしていくということでよろしいですか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 
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 一応、県のほうとしては、今できるところとしてはそういった形でやってい

こうというふうに考えております。 

 

〇比嘉忍委員 ぜひお願いいたします。ちなみに、この該当するというか適用

する事業者数というのは、どれぐらいあるんですか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 一応、手元の資料で令和７年４月１日時点で、県が指定する共同生活援助―

―いわゆるグループホームは、218事業所となっております。 

 

〇比嘉忍委員 先ほどもありましたように、１に関しましては、いろいろの課

題があるのでやるかどうかも含めて、検討を進めていくということと。３は今

まで行っていた調査によって、それを含めてやっていくという形でですね、

218事業所ということで数が多いんですけれども、しっかり請願の趣旨に添う

ような形で対応いただけたらなと思いますがいかがでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 運営指導については、今十分な体制が取れていない

というような課題もありますけれども、体制強化もしながらですね、市町村と

か、あと福祉事務所とも連携して計画的に実施できるように努めてまいりたい

と考えています。 

 

〇新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 米須清一郎委員。 

 

○米須清一郎委員 １件ですね、12ページ、新規陳情の第178号、最低賃金引

上げに伴う支援に関する陳情です。 

 障がいのある子たちの放課後等デイサービスというんですか。陳情と処理方

針に書かれていますけれども、その報酬が３年に１度ですか。今後の改定の見

込みなどは、どうでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 直近では、令和６年度に報酬改定がありまして、通常であれば令和９年度に

予定されているんですけれども、今般の国の経済対策の中でですね、こういっ

た次期改定を前倒して臨時に報酬改定するというような形で、国のほうが今示

しておりますので、次年度ちょっと時期までは今まだ明確に示されていないん
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ですけれども、次年度のある時期に臨時的な報酬改定が行われるだろうという

ふうに見込んでおります。 

 

○米須清一郎委員 新年度というと令和８年度ですね。あと一方で、国の経済

対策、国の補正でですかね。その報酬改定ではない対策というのが、また別途

あるんでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 国の経済対策の中で、支援メニューというのが今示されておりまして、最低

賃金引上げに伴う措置というところでの支援措置が今国が示しているので、今

県のほうでも補正予算の準備をしておりまして、準備ができ次第、補正のほう

をやると。 

 あと物価高騰については、重点交付金のほうが活用できることになっている

ので、物価高騰対策についても、補正の今、準備をしているので、併せて準備

ができ次第、補正予算のほうを組んでいくというようなところを今計画してお

ります。 

 

○米須清一郎委員 今議会の議案として補正は入っていなくて、今後見込んで

いるというところで、国が示し次第、明確になったらすぐにというところ臨時

議会でもというぐらいですか。それとも、２月定例会になるんでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 今ちょっと国の詳細の制度設計がまだ上がってきていないところがあるの

で、すぐというのはちょっと厳しい状況にありますけれども、財政当局とは

２月補正への計上に向けて今協議を進めているところであります。 

 

○米須清一郎委員 厳しい現状にあるということですので、一刻も早くという

こと。それでいくと２月補正というと、ちょっとどうなのかなと思うんですけ

れども、実際のところですね、こういう陳情が上がってきているわけで、報酬

改定以上の人件費とか物価高がある中で、やり繰りしにくい実態というのがあ

ってのものだと思います。それでいくともう本当に厳しい、また時間制になっ

ているんですかね、出来高制みたいな書かれ方をしているんですが、その時に

利用している人の数によっても、日によって、時間によって、それこそ報酬も

変わってくるみたいなイメージの話なんですけれども、それでいくと本当に入

ってくるお金が安定していなくて、報酬等が不安定でですね、やりにくい面も
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あるという、二重にというんですか、大変そうな書かれ方がしているんですけ

れども、実態としてどうなんでしょうか。本当に厳しくてやり切れない、今ま

でやって来たけれども、事業所によってはもうこの状況ではできないというぐ

らいまでなっているんでしょうか。もうストップしているとか受入れないと

か、みたいな現象が出てきていませんか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 現時点で、この放課後デイサービス等ですね、障がい児の通所施設におい

て、経営不振によって廃止した事業所というのは、今発生はしていないところ

であります。 

 

○米須清一郎委員 お願いになりますけれども、早く国にも動いてもらってで

すね、よくある要請ということではなくて、実務的なやり取りも含めて早めの

対応、そして県もすぐに対応して、２月議会ということではなくて、もうすぐ

にでもということではないかなと思うんですけれど、あんまりないですかね、

臨時議会で補正対応とか、２月議会にしてもですよ、遡ってその経費に充てら

れるものだったらいいと思うんですが、どうでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 現時点で、一応財政当局のほうとは２月補正予算の協議を進めているので、

前倒しで臨時議会で補正とかという話は今、現時点ではないです。やはり予算

主義というところを考えると、補正予算を待たずして何かしら事業を執行する

というのは、厳しいのかなと思っております。 

 

○米須清一郎委員 補正予算成立後に執行するとして、その対象は遡ってとい

うことも可能なんでしょうか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 物価高騰でいうと、今やっている事業でも前年度の実績に応じて支払うとい

うところがありますので、遡りという表現が正しいか分からないんですけれど

も、実績に応じてというところで支援をするという仕組みになっております。 

 

○米須清一郎委員 もともとの支給が実績を基に支給するということで、対象

経費については、しっかり充てられるという理解で、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 
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 以上です。 

 

〇新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 平良識子委員。 

 

〇平良識子委員 お疲れさまです。よろしくお願いいたします。 

 請願第13号の軽度知的障がい、自閉スペクトラム症のある人の特性に配慮

した障害福祉サービスの充実及び知的障がいのある女性へ特化した支援構築を

求める請願。 

まず１番目なんですけれども、障害者グループホームにつきましては、違う

観点で代表質問でも取り上げさせていただきましたけれども、再質問まで触れ

られずに時間がなくて失礼いたしました。 

 改めまして、県が取り得る最大の再発防止策というのは、本来であれば、例

えば抜き打ち監査をするとかですね、実態調査をするとか、現場の調査に入る

とかですね、抜き打ちでそういう様々なやり方もあろうかと思いますけれど

も、しかしながらやっぱり実情としては、なかなか人員確保も難しい中で、難

しいと思うんですよね。そうなったときに、関係する市町村も初めてのケース

になっておりますので、その対応も苦慮されながらではありますけれども、那

覇市としても来年２月頃には、不正請求の問題について、おおむねその状況が

出てくるだろうということもありますので、やはりここは関係する市町村の状

況、監査の状況も踏まえて、公表できるタイミングで、県がしっかりまとめて

いただいて、実態としてどれぐらいの不正請求があったのか、あるいはその全

容も含めてですね、やっぱり公開していくということが大事かなと思います。 

 今回の請願では実態調査を求めており、それも大事なんですけれども、依然

として不正請求、不正受給の問題で、監査等が入っている問題があります。こ

の障害者グループホームが全体で218事業所ありますけれども、業界全体が非

常に、県の対応、行政の対応を注目していると思われます。ちょっと総括的に

なりますけれども、この再発防止も含めてですね、しっかり実態調査の件につ

いて改めて今起こっている問題の対応、あるいは公表について伺いたいと思い

ます。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 本会議のほうでも平良委員のほうから御質問があってやり取りをさせていた

だいた件ですけれども、公表についてはやはりちょっとまだ関係市町村のほう

で作業中というか、やっているというところがありますので、現時点でどうい



文教厚生委員会記録 

- 88 - 
R07.12.15-03 

ったタイミングでどういった形で公表できるかというところが、我々今ないの

で、そこら辺は今、委員のほうがおっしゃられた形も含めて考えていこうとい

うところです。 

 こういった問題が起きているということについては、我々も運営指導が十分

行われていないというところが、現実に懸案として今抱えている問題でありま

すので、そこはちょっと体制の強化とかですね。いろいろ何かできることを探

しながら、運営指導して利用者に対してちゃんと質の確保ができる、あとは給

付費の適正化ができるように、しっかり市町村ですとか、関係機関と連携して

計画的に実施できるようにやっていきたいというふうに考えております。 

 

〇平良識子委員 よろしくお願いします。 

 次に、陳情令和７年第178号の最低賃金引上げに伴う支援に関する陳情につ

いて、放課後等デイサービスについてですけれども。改めて県内の放課後デイ

の県が把握している数についてお伺いいたします。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 令和７年４月１日現在で、622事業所になります。 

 

〇平良識子委員 622事業所ということで、非常に多いなという印象がありま

す。また東京が２倍ぐらいらしいので、人口当たり全国で１番目に多いんじゃ

ないかと言われてもおりますけれども、そのぐらい放課後等デイサービスの業

界においても、非常に賃金の確保ということが喫緊の課題としてあるとおっし

ゃっておりました。 

国の今の対応も含めてなんですけれども、それに当たって国からの予算を――

県独自でなくてもですね、国の予算を得るに当たっても、やはり記の２番目の事

務手続の問題で担当部局の独自の対応ではなくて、一律の――例えばガソリン

の問題であったり様々な物価高騰の部分について、昨年と比較して全部資料を

出させてとなると、なかなか今マンパワーが足りていない状況の中で、この申

請書類手続が本当に煩雑で大変なので簡素化してほしいというのがありますの

で、その辺りはちょっと部局をまたいでですね、申請しやすい対応をしっかり

議論して取り組んでいただきたいなと要望いたします。 

 ２つ目ちょっと質疑させていただきたいんですけれども、この放課後デイに

ついて市町村によって支給日、支給日数が市町村でも大きく違うという実態が

あると伺ったんですけれども、その辺りについて県の把握している状況という

のは分かりますか。 
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〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 先日、こちらの陳情を上げてきた団体とも直接お話する機会があって、今、

委員がおっしゃられたお話も聞いたところではあります。 

 県内でもそういった状況が起こっています。市町村によって取扱いが違うと

いうような状況があるというふうに聞いております。 

 なので、ちょっとこの陳情者とも今後市町村の実態ですね、いろいろ連携し

ながら調査していきたいんだというような要望も受けておりますので、そこは

今後そういった実態も含めて県としても把握していきたいというふうに今考え

ています。 

 

〇平良識子委員 ぜひよろしくお願いいたします。終わります。 

 

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 西銘純恵委員。 

 

○西銘純恵委員  お尋ねします。最初、今の 12ページの陳情令和７年第

178号、最低賃金引上げに伴う支援に関する陳情ですね。 

 放課後デイサービス600件余りになって、デイサービスが増えたのはこの

10年以内かなと、身近で相当増えたんですよね。特別支援学校に、デイサー

ビスの皆さんがお迎えに行くという状況も見ましたので、やっぱり障がいのあ

る子どもたちが放課後をちゃんと安心して過ごせる場が必要とされているんだ

なと思いました。 

 制度はできたと思うんですけれども、基本報酬の額は上がらないし、日払い

から時間払いに変わったというこの制度の改正について、実際に事業を営んで

いる皆さんが基本報酬をどれだけ――開所要件というのがあるのかどうかです

よね。どれだけの利用者がいて、そしたら最低の基本報酬に、加算とかね。そ

れでどれだけで経営が成り立つのかという観点で、県はどのように掌握されて

いるのかどうかだと思うんですよね。だから今さっき倒産はないと、廃止はな

いと言っていたけれども、やっぱり預かっている人達を放り出すわけにはいか

ないというところもあって陳情として上げてきていると思いますので、基本的

なところで額的に――例えば基本的にどれぐらいの人数にどれぐらいの経費

が、公費が入って、最低賃金を超えているとは思うんですが、そこら辺掌握さ

れているかどうか。 
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〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 具体的などこかの事業所の報酬が月幾らかとかというところは、すみませ

ん、今ちょっと把握していないんですけれども、一応基準のほうでいうと放課

後デイサービスについては、１事業者当たり10名以下という形があります。 

 今報酬のほうは、30分以上１時間半以内であれば１人１日ですね、5740円

ですとか、あとは１時間半超３時間半以下であれば、１日6090円という単価

が設定されているところであります。 

 あとは加算等があって、それぞれ加算に基づいて積算されていくというよう

な形になっております。 

 

○西銘純恵委員 やっぱり基本報酬の引上げというのはですね、３番で回答さ

れていますが、そこは恒久的な措置を講ずるようにということでありますけれ

ども、国はその要求に対して答えるような審議会なり何なりあると思うんです

が、動きとしてはどうなっていますか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 報酬改定については、基本３年に１度で今度臨時的にやられるというふうに

なっておりますけれども、改定する際にはですね、国において経営の実態調査

ですとか、あとは報酬改定検討チームというのがあって、そこで議論されたり

ですとか、あと関係団体からのヒアリングというのが実施されて、物価高騰で

すとか賃金上昇ですとか、あと今の経営状況等について反映された報酬改定が

なされるというような形になっております。今まさに国のほうにおいて、令和

８年度に予定されている臨時的な報酬改定に向けて、作業が進められているん

だろうというふうに考えております。 

 

○西銘純恵委員 日額払いから時間制ということで、３時間で6000円ってわ

ずかしか上がっていないですよね、１時間半以内と比較したら。だから日額と

いうところに戻すということも要求すべきだと思うんですが、皆さんの国に対

する要望というのはどういう内容ですか。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 今言った令和６年度に改定された内容について見直してほしいというような

要望はやっていないところです。陳情処理方針に書いているような形で、まず

基本報酬ですね。事業所のほうもそれをやはり強く望んでいますので、基本報

酬のほうをきちんと上げてほしいという要望をしているところであります。 
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○西銘純恵委員 令和６年改定に日額を時間割りにしたということなんです

か。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 国の資料でいくと、この令和６年度の基本報酬については、発達支援に対す

るきめ細かく評価する観点、あとは個別支援計画に定められた個々の利用者の

支援時間に応じた評価が可能となるようにということで、例えば放課後デイサ

ービスでいくと、これまで定員10名以下であれば時間に関係なく１日6040円

というところがありましたけれども、そこを実態に応じて、細かい時間区分で

の変更という形になっているところです。 

 

○西銘純恵委員 いずれにしても、この障害福祉というものに対して思い切っ

て国が支援しなければ、関係する皆さん、働いている皆さんも頑張っていると

思うけれども、賃金も上がらないじゃ、とてもではないけれど成り立たないと

思いますので、みんなでちょっと力を合わせないといけないなと思います。今

の件は以上です。 

 もう一つ、請願の令和７年第13号、軽度知的障がい、自閉スペクトラム症

のある人の特性に配慮した障害福祉サービスの充実及び知的障がいのある女性

へ特化した支援構築を求める請願、４ページですね。 

 皆さん、いろいろ質疑していますけれど、私、障害者グループホームの中

で、行政的に必要とされている、取られているのはこういうものですよと、今

回の処理方針に入っているけれども、先ほども指摘があったようにね、それを

具体的に実践されているか実行されているか、そこが弱いと思いますので、体

制の問題を言われたので、ぜひそこはしっかりとね、チェックできるように県

が指定をしているホームですよね。県が指定をして終わりではないということ

ですよね。ただそのあと、県として何の責務を果たすかとなったら、どういう

ことをしていくのか、体制が足りないということも言われましたので、どこど

こは緊急に手を入れたいというのが何かあればお答えください。 

 

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。 

 令和７年３月31日付で、国の指針のほうが出されていまして、やはり全国

的にも、こういったグループホームを含めてですね、不正事案とかが起きてい

るのを受けて――営利法人が運営する事業所が急増しているというところがあ

って、重点的にですね、これまでは基本的に、障害福祉サービスは３年に１回
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とか６年に１回指導しなさい、指導に努めてくださいというような方針であっ

たんですけれども、令和７年３月の国の指針の改定があって、今やられている

グループホームですとか、放課後デイとかですね、あとは就労のＡ型Ｂ型をま

ず優先的に重点的に指導するようにという形で国の指針のほうも改定されたの

で、県においてもそれに基づいて事業所のほうを優先的に運営指導に回ろうと

いうふうに計画を立てているところです。 

 

○西銘純恵委員 そうしたら急ぎそういう指導をやっていくという、体制にど

れだけ人数が必要なのかも含めて――認可外の保育所もちゃんと監査ですと

か、指導で現場に行っていますから、現場を見ないと、どんなグループホーム

になっているのか、どんな支援があるのか、何が問題になっているのかつかめ

ないと思うんですよ。ぜひしっかりやってもらいたいなと思います。 

 ４番のところですけれども、困難な問題を抱える女性の支援に関する法律が

できたので、女性に対して、どんな困難があるか病気も含めていろいろね、困

難があるとやっぱり個別具体的に、全県的に把握していく必要があるんじゃな

いかと私は思うんですが、それはもう市町村と協力してになるだろうなと思っ

ているんですよね。ですからこれも具体的な、支援が必要とされているものを

どう制度として行政がやっていくかという施策を決めることになりますから、

ぜひ実態がどうなのかというところは調査されているのか、行くのか、行った

のかお願いします。 

 

〇當山陽子女性力・ダイバーシティ推進課班長 お答えします。 

 困難な問題を抱える女性について、新しく法律が令和６年４月から施行され

ております。女性をめぐる課題は生活困窮だったり、性暴力被害だったり、家

庭関係の破綻など複雑化、多様化、複合化して顕在化しているということは、

課題に挙がっていますが、まだ調査ということは実際行っておりませんけれど

も、県域ごとに女性相談支援員を集めて、会議を今実際行っているところで

す。圏域ごとの課題を実際に窓口で対応している方々から伺うことによって、

どういったことができるかというのを検討していこうと取り組んでいるところ

です。 

 

○西銘純恵委員 圏域ごとの支援員から課題をというのは、やはり窓口に来て

つかむぐらいの数なんですよね。処理方針に、一人一人のニーズに応じた支援

の推進って、しっかり明記されているし、そこに向けて個別にちゃんと困難な

というところを調査するということでやっていただきたいと思うんですがいか
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がでしょうか。 

 

〇當山陽子女性力・ダイバーシティ推進課班長 たしかに困難な問題を抱える

女性それぞれの意思が尊重されながら抱えている問題、その背景とか心身の状

況の支援が求められているところでありますので、県としては、民間団体と連

携して、今後アウトリーチ支援により、これまで支援につながっていた方の早

期発見とか居場所の提供など継続的な支援を考えておりまして、入り口から出

口までの切れ目ない支援を実施することとしています。ただ調査ができるかど

うかは、今後検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○西銘純恵委員  よろしくお願いします。 

 

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、生活福祉部関係の請願等に対する質疑を終結いたします。 

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部退席） 

 

○新垣新委員長 再開いたします。 

 以上で、予定の議題は終了いたしました。 

 次回は、明12月16日火曜日午後２時から委員会を開きます。 

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。 

 本日の委員会は、これをもって散会いたします。  
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